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提 案 ・ 要 望 書 
 

 茨城県政の推進につきましては，日頃から格別のご指導，ご高

配を賜り，厚く御礼申し上げます。  

 我が国は，晩婚化・未婚化の進展や，生活環境の変化等により，

かつて経験したことのない人口減少と少子高齢化に直面しており

ます。  

 本県におきましても，東日本大震災以降，急激な人口減少が続い

ており，医療や福祉，教育などの共通の課題だけではなく，地域間

における格差など様々な課題を抱えております。  

 こうした中，本県が，令和という新しい時代の幕開けとともに，

さらなる発展を遂げて大きく飛躍するためには，これからの１０年

間が極めて重要な期間となってまいります。  

県民一人ひとりが本県の輝く未来を信じ，茨城に住みたい，住み

続けたい人が大いに増えるような「活力があり，県民が日本一幸せ

な県」の実現に向けて，全力で取り組んでまいる所存でございます。 

 つきましては，本県県政の推進に必要となる政策・制度の創設な

ど，国の施策及び予算に関する提案・要望を以下のとおり取りまと

めましたので，令和２年度の予算編成あるいは今後の施策展開にお

いて，実現のために特段のご高配をお願い申し上げます。  

   

  令和元年６月  

            茨城県知事  大井川 和彦  
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地方創生の推進について 

 
＜提案･要望先＞    内閣官房・内閣府 
 
＜提案･要望の内容＞ 

地方において，人口減少・少子化の流れに歯止めをかけ，地方創生を推進す

るためには，幅広い分野での思い切った政策の展開が不可欠であり，そのため

には国による継続的な財政支援や人的支援，大胆な規制改革の実現等が求めら

れております。 

  国におきましては，地方創生に向けた多様な支援策について，「地方創生版・

三本の矢」として「まち・ひと・しごと創生総合戦略(2018 改訂版)」に位置付

け，地方への支援に取り組むこととしております。 

財政支援については，地域の実情に応じ資金を効果的に活用できるものとし，

起業や企業支援による働く場の確保，観光や農林水産業の振興，地方への人材

還流，少子化対策，女性の活躍促進など，地方創生・人口減少の克服のための

幅広い事業等に活用できるよう必要な財源を確保すべきであります。 

  人的支援については，地方創生に積極的に取り組む市町村に対し，意欲と能

力のある国家公務員等を市町村長の補佐役として派遣する地方創生人材支援

制度が有効であることから，新たな自治体からの要望についても積極的に対応

すべきであります。 

  さらに，国家戦略特区における新たな地方創生特区の指定にあたっては，地

方の創意工夫による地方創生の取組を推進するための制度として，地方からの

提案を大いに採用すべきであります。 

  一方，地方創生を実現するためには，国が自ら果たすべき役割は極めて大き

いものです。東京の一極集中の是正や地方における若者の定着などについては，

長期的視点に立って，不退転の決意で取り組むべきであると考えます。 
  以上の状況を踏まえ，今後の地方創生施策の展開にあたり，下記の事項につ

いて要望いたします。 
 

記 

 

１ 地方創生の取組はまだ道半ばであることから，地方創生の実現に向けて地方

がその実情に応じた取組を継続的かつ主体的に進めていくことができるよう，

「まち・ひと・しごと創生事業費」及び地方創生推進交付金について十分な財

源を確保すること。 

加えて，地方創生推進交付金については，前年度同額が確保され，新規事業

の申請上限数の見直しなど一定の改善が図られたところであるが，交付対象外

経費をより限定的にするなど今後も交付金の運用の自由度を一層高め，地方に
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おいてより使い勝手のよいものとすること。 

また，地方創生拠点整備交付金については，平成 30 年度第二次補正予算で

600 億円が確保されたが，今後は継続的に当初予算として計上するとともに，

要件を緩和するなど，さらなる弾力的な取り扱いを行うこと。 

 

２ 地域経済を活性化し，地方創生を図っていくためには，地方の創意工夫や実

情に応じた取組の障害となる規制を改革していく必要があることから，平成 29

年 12 月に本県が行った規制改革の提案を積極的に取り入れ，本県を国家戦略

特区の新たな区域として指定すること。 

  また，スーパーシティ構想の推進にあたっては，地方都市が持つポテンシャ

ルを活かす観点から，本県の集積した科学技術の活用を図るとともに，地方か

らの大胆な提案が円滑かつ速やかに実現されるよう，財政面をはじめ，最大限

の支援措置を講じること。 

 

３ 平成 30 年７月に公布された「特定複合観光施設区域整備法（ＩＲ整備法）」

においては，施設基準及び要件がこれまでにないスケールやクオリティを求め

るものとなっており，これらの要件を満たすことができる地域は限られている

ことから，地方が地域特性を活かして柔軟に対応し，地方創生に資するＩＲを

実現できるよう，コンパクトな新たな仕組みを創設すること。 

 

４ 政府関係機関の地方移転の実施にあたっては，「政府関係機関移転基本方針」

に基づき進めることとされ，このうち，研究機関・研修機関等については，平

成 28 年度に機関別の年次プランが作成されたところだが，つくばに集積した

科学技術は，我が国全体の貴重な財産として断固堅持すべきであり，年次プラ

ンに基づく今後の取組にあたっては，本県における地方創生の実現を妨げ，我

が国の科学技術力を低下させることがないようにすること。 

 

５ 若者をはじめとする地方への人の流れを促進し，流出を抑制するため，本社

機能の地方移転の促進に向けた地方拠点強化税制の優遇措置を継続するとと

もに，交通，医療，情報通信等の住環境の整備などを強力に支援すること。ま

た，大学等の高等教育機関の地方移転を進めるとともに，大学等と自治体・企

業・ＮＰＯ等が連携して行う地域を志向する意識の醸成，就労支援，新たな雇

用の創出などの取組を強力に支援すること。 
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宇宙関連ベンチャー等が活動しやすい環境づくりについて 

  

＜提案・要望先＞ 

内閣府，総務省，文部科学省，経済産業省，（国研）宇宙航空研究開発機構 

 

＜提案・要望内容＞ 

民間企業の宇宙活動の進展に伴い，宇宙二法が平成 28 年に成立するととも

に，我が国の宇宙産業の成長目標やその実現に向けた課題・施策をとりまとめ

た「宇宙産業ビジョン 2030」が平成 29 年５月に策定されたほか，「宇宙ベンチ

ャー育成のための新たな支援パッケージ」が平成 30 年３月に打ち出されるな

ど，民間事業者が主体となって宇宙活動を実施できる環境が整いつつあります。 

  また，宇宙機器産業におけるロケットや衛星の小型化等による低コスト化を

はじめ，宇宙利用産業における衛星データを活用したソリューションサービス

や軌道上での衛星メンテナンス・デブリ除去，宇宙資源開発や宇宙観光などの

新たなビジネス化により，大企業だけではなく，ベンチャー企業や中小企業に

も，宇宙産業への新規参入による新たな宇宙ビジネスの創造が期待されており

ます。 

  ベンチャー企業等による宇宙産業の振興に当たっては，開発資金等の供給や

高度専門人材の活用，技術開発の支援などにより，宇宙関連ベンチャーや新規

参入事業者の事業展開を積極的に促進することが重要であります。 

  宇宙ビジネス創出推進自治体に選定された茨城県では，「いばらき宇宙ビジネ

ス創造拠点プロジェクト」に取り組むなど，宇宙関連ベンチャー等が活動しや

すい環境づくりを推進していることから，下記事項について特段の御配慮を願

います。 

 

記 

 

１ 宇宙関連ベンチャー等の事業展開を促進するため，開発資金等の供給や高度

専門人材の活用，技術開発の支援などを積極的に行うこと。 

 

２ 新たなデータソリューションサービスを提供する民間事業者の参入を促進す

るため，衛星データのオープン＆フリー化を積極的に推進すること。 

 

３ 宇宙関連の新たな事業を創出するため，宇宙航空研究開発機構（JAXA）をは

じめとする国の研究機関等が持つ試験設備や，研究開発成果及び宇宙関連デー

タ等の民間開放について，一層推進すること。 
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大強度陽子加速器施設「J-PARC」の整備推進等について 
 
＜提案・要望先＞ 

  財務省，文部科学省，日本原子力研究開発機構，原子力規制庁 
 
＜提案・要望内容＞ 

  本県は，つくば・東海の最先端科学技術や，我が国を代表するものづくり産

業等の集積を活かして，イノベーションを絶えず生み出し，２１世紀の日本の

科学技術及び産業をリードする活力あふれた県づくりを進めております。 
とりわけ，東海・大洗・那珂地区におきましては，世界最高性能の大強度陽

子加速器施設（Ｊ－ＰＡＲＣ）をはじめ，日本原子力研究開発機構，量子科学

技術研究開発機構，大学等の原子力関連施設が集積し，新産業の創出を目指し

た物質・生命科学の研究や，環境に優しい次世代エネルギーの開発研究，高レ

ベル放射性廃棄物の管理期間の短縮につながる研究など，世界をリードする多

様な研究開発が進められており，我が国の原子力研究開発の中心的役割を担っ

ております。 
つきましては，こうした研究成果を最大限に活かし，新事業・新産業の創出

やエネルギー・環境問題の解決を図るとともに，次世代の研究開発を担う人材

の育成，さらには国内外の専門人材が集まる研究・教育拠点の形成など本県の

発展に結び付けるため，下記事項について特段のご配慮を願います。 
 

記 

 

１ Ｊ－ＰＡＲＣにおける施設の安全が不断に確保されるよう，高エネルギー加

速器研究機構及び日本原子力研究開発機構に対し，適切に指導・監督を行うこ

と。併せてＪ－ＰＡＲＣの研究目標やその成果，さらには国際的な研究拠点と

して期待される役割などについて，国が主体的に国民に情報発信するなどして，

Ｊ－ＰＡＲＣに対する国民や県民の理解促進に努めること。 

 

２ Ｊ－ＰＡＲＣが有する世界最高水準の性能を十分に発揮させるためには，今

後，ビーム出力の増強やビームラインの高度化等を着実に進めていくことが重

要であることから，Ｊ－ＰＡＲＣの整備等に係る予算を確実に確保すること。 

 

３ 産業界による円滑な施設利用と研究開発を促進するため，Ｊ－ＰＡＲＣのビ

ーム利用料金の低廉化を図るとともに，研究開発を支援する体制の充実を図る

こと。また，Ｊ－ＰＡＲＣの安定的な運転を継続できるようにするとともに，
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所期性能である１ＭＷ運転の早期実現を図ること。 

 

４ Ｊ－ＰＡＲＣで計画されている核変換の研究は，高レベル放射性廃棄物の管

理期間の大幅な短縮が期待される，本県にとって大変意義のある技術開発であ

り，また，加速器，材料，プラントなど様々な分野の研究の進展や次世代人材

の育成，さらには世界的研究拠点の形成につながるものであることから，所要

の財源措置を行い，早期にＪ－ＰＡＲＣを活用した実験施設の整備に着手する

こと。 

 

５ 中性子線などの量子線科学分野において指導的役割を担う人材の育成を通じ

て，Ｊ－ＰＡＲＣを活用した革新的な研究成果の創出を加速するため，茨城大

学大学院理工学研究科量子線科学専攻及びその活動拠点としてのフロンティ

ア応用原子科学研究センターの組織整備等に必要な予算を確保し，教育・研究

機能の充実を図ること。 

 

６ 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂核融合研究所における核融

合研究の長年の実績を活かし，ＩＴＥＲ計画を補完・支援するために必要な臨

界プラズマ試験装置（ＪＴ－60）の超伝導化改修を計画どおり終了し，ＪＴ－

60ＳＡを稼動させるため，引き続き予算を確実に確保すること。また，大学・

産業界との連携強化や核融合研究拠点としての研究基盤の充実を図ること。 

 

７ 日本原子力研究開発機構大洗研究開発センターにおける高温ガス炉（ＨＴＴ

Ｒ）については，優れた安全性を有するとともに，その高温熱を利用した発電

に加え CO2 フリー水素の製造が期待されていることから，水素社会の実現に向

けた取組みを加速させるため，必要な予算を確保するなどその試験研究の推進

を図ること。 
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電源地域の振興について 

 
 
＜提案・要望先＞  文部科学省，経済産業省 
 
＜提案・要望内容＞ 

電源三法交付金については，電源地域における県民生活の安定，地域活力の

回復及び地域振興などで重要な役割を果たしているところですが，東京電力株

式会社福島第一原子力発電所における事故を踏まえ，下記事項について特段の

御配慮を願います。 
 

記 

 

１ 電源三法交付金の交付対象施設について，全ての核燃料物質加工施設，原子

力発電関連研究施設等を加えること。特に，国立研究開発法人日本原子力研究

開発機構大洗研究開発センターに立地する２施設（HTTR，OWTF），国立研究開

発法人量子科学技術研究開発機構に立地する１施設（JT-60SA）の計３施設を

交付対象施設とすること。 

交付対象地域について，原子力規制委員会が示した原子力災害対策指針を踏

まえ，見直しを行うこと。 

また，交付金の適用期間について，発電所の運転終了で終わることなく完全

撤去まで延長すること。 

 

２ 電源立地地域対策交付金のうち電力移出県等交付金相当部分の算定について，

平成 23 年度交付分から火力発電施設の算定係数引下げなどの見直しがなされ

たところであるが，原子力発電施設の運転停止に伴い，電力供給において重要

性を増している火力発電施設に係る算定係数の引上げを図ること。 

 

３ 電源立地地域対策交付金のうち，発電実績に応じて交付される電力移出県等

交付金相当部分や原子力発電施設等立地地域長期発展対策交付金相当部分の

算定において，原子力発電所における「ストレステスト」や震災の影響による

定期検査の延長期間などの運転停止期間については，引き下げ前の水準である

発電量の 81％を算入できる「みなし規定」を適用すること。 
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新たな「食料・農業・農村基本計画」の推進について 

 
＜提案・要望先＞  農林水産省 
 
＜提案・要望内容＞ 

農山漁村は，国民に食料を安定的に供給するとともに，美しく豊かな自然や

国土を守り，日本の伝統文化を育むなど，多面的機能を発揮しているところで

ありますが，一方で，農林漁業従事者の高齢化，耕作放棄地の増大などの問題

が深刻化しています。 

こうした中，国は平成 25 年 12 月に，農林水産業を産業として強くしていく

政策と，国土保全といった多面的機能を発揮するための政策を車の両輪とした

「農林水産業・地域の活力創造プラン」を決定し，農業･農村全体の所得を今

後 10 年間で倍増させることを目指し政策を展開するとしており，このプラン

で示された基本方向を踏まえ，平成 27 年３月に「食料・農業・農村基本計画」

が見直され閣議決定されました。 

若者たちが希望を持てる「強い農業」と「美しく活力ある農村」の創出を実

現するためにも食料・農業・農村基本計画に関する施策を着実に推進すること

が重要であります。 

つきましては，下記の事項について特段の措置を講じられるよう要望いたし

ます。 

 
記 

 

１ 担い手への農地の集積・集約化を一層進める農地中間管理事業については，

制度の定着と一層の推進を図るため，制度を安定的に継続するとともに，地方

に新たな財政負担が生じることのないよう，十分な予算措置を講ずること。 

 

２ 経営所得安定対策については，施策の検証を十分行うとともに，意欲ある農

業者が将来にわたって安心して営農に取り組むことができるようにすること。

特に飼料用米等の戦略作物に係わる対策については，戦略作物等への転換を行

った地域において定着が図られるよう，安定的・継続的な制度とすること。 

また，需要に応じた米生産については，国が策定する需給見通し等を踏まえ

つつ，行政・生産者団体・現場が一体となって，需要に応じた米生産に取り組

むこととしているが，これを実効性のあるものとするため，全国的な需給バラ

ンスの確保について，国において引き続き配慮すること。 

さらに，米価は一定程度回復したものの，意欲ある農業者が経営継続できる

よう支援するとともに，今後の米価下落においても米の再生産が可能となるよ
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うな制度を構築すること。併せて，米の需給改善のため，米の消費拡大につい

て効果的な対策を講ずること。 

 

３ 農業農村整備事業については，食料の安定供給と農業の持続的発展のため欠

かすことのできない事業であり，計画的に事業を推進していくため，令和２年

度の事業実施に必要な予算を確保すること。 

 

４ 本県の野生鳥獣による平成 29 年度の農作物被害額は約６億円と，近年高止ま

りの状況が続いており，加えて狩猟の担い手不足などにより鳥獣被害防止活動

の停滞も懸念されることから，鳥獣被害防止対策強化に向け，野外活動の経験

が豊富な自衛隊ＯＢや現役自衛隊員の鳥獣被害防止活動への参加について国

が主体となって進めること。 
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地球温暖化対策の充実と地域社会と共生した 

再生可能エネルギーの導入推進について 
 

 

＜提案・要望先＞ 

 環境省，経済産業省 

 

＜提案・要望内容＞ 

パリ協定の合意に基づき，我が国の気候変動への緩和と適応の取組を推し進

めるためには，国と地方自治体，民間等多様な主体の連携を強化することが求

められております。 

また，一層の普及促進が求められている再生可能エネルギーについては，固

定価格買取制度により太陽光発電を中心に導入が急速に拡大しており，本県に

おいても，制度開始以降，200万kWを超える太陽光発電施設が導入されており，

全国第１位となっています。 

しかしながら，あまりに急激な導入に伴い，自然環境への影響や工事の安全

性，さらには事業終了後の施設設備の残置などについて，地域住民から不安の

声が上がっているところです。 

国においては，「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する

特別措置法」が改正されるなど，固定価格買取制度の見直しが行われてきまし

たが，発電設備の適切な設計・施工や維持管理，事業終了後の撤去・処分費用

の確保等については，確実に担保される仕組みとはなっておりません。 

つきましては，地球温暖化対策について，より積極的かつ具体的な施策の推

進を図るとともに，地域社会と共生した再生可能エネルギーの導入を推進する

ため，下記事項について要望いたします。 

 

記 

 

１ 県が実施する温室効果ガス排出削減の施策や気候変動影響評価，適応策等に

対し，技術的・経済的支援を行うこと。 

 

（１）地域地球温暖化防止活動推進センターが行う，地域における地球温暖化対

策に関する普及啓発等の活動に対して，支援を一層拡充すること。 

 

（２）地域気候変動適応センターが行う，地域における気候変動適応に関連する

情報の収集・分析・提供等の活動に対して，十分な技術的・経済的支援を行

うこと。 

 

（３）電力の完全自由化に伴い把握できなくなった小売電気事業者ごとの都道府

県別電力需要実績をはじめ，温室効果ガスの算定に必要不可欠な情報につい

て，国の主導により開示する仕組みを作ること。 

 

２ 再生可能エネルギーや，燃料電池自動車など次世代自動車の一層の普及拡大

を図るため，研究開発や導入促進に向けての各種支援策に係る法制上，財政上，

税制上その他の措置を集中的に講ずること。 
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３ 再生可能エネルギーの導入推進にあたっては，以下の事項に特段の配慮を行

うこと。 

 

（１）太陽光発電施設の適正導入を図るため，安全性を確保するための造成，地

盤強度等に関する設計基準や施工・管理に関する具体的な基準を整備するこ

と。 

 

（２）一定規模以上の再生可能エネルギー施設の設置には地方自治体の同意など

を必要とする制度を創設すること。 

 

（３）買取価格に含まれている処分費用の外部への積み立てを義務付ける法的制

度を創設するなど，太陽光発電事業終了後の施設設備の撤去・処分が確実に

履行される制度を国主導で設けること。 
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霞ヶ浦･北浦，涸沼に係る総合的な環境保全対策の充実強化について 

 

＜提案・要望先＞ 環境省，国土交通省，農林水産省 

 

＜提案・要望内容＞ 

本県は，霞ヶ浦をはじめとする豊かな湖沼環境を有しており，これまで，水

質の浄化や生物多様性の保全など湖沼をとりまく環境問題に取り組んできた

ところであります。 

霞ヶ浦の水質については，湖沼水質保全計画を５年ごとに策定するとともに，

「茨城県霞ケ浦水質保全条例」を平成 19 年度に制定し，さらに，平成 20 年度

には森林湖沼環境税を導入し，生活排水対策や農地，畜産対策を重点的に取り

組んでいるところです。 

その結果，流域の汚濁負荷量の削減は進んでいるものの，霞ヶ浦の湖内のＣ

ＯＤは概ね横ばいで推移しており，依然として長期ビジョンとは隔たりがある

ことから，流域の負荷削減対策とともに，湖内対策にも一層取り組む必要があ

ります。 

また，湖岸には現在ミズヒマワリ等の特定外来生物（水生植物）の群落が多

く見られ，生態系等に影響を及ぼす懸念があることから，生物多様性の保全に

向けて早期に対策をとる必要があります。 

一方，関東唯一の汽水湖である涸沼は，スズガモなどの多数のカモ類をはじ

め 88 種以上の鳥類が確認されているほか，魚類ではニホンウナギ，昆虫類で

はヒヌマイトトンボなどの絶滅のおそれのある種の生息が確認されており，平

成 27 年５月には，特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地として，そこ

に生息する動植物の保全と，その賢明な利用を促進することを目的とするラム

サール条約へ登録されたところです。 

つきましては，霞ヶ浦に係る環境を保全し，持続可能な利用を図るとともに，

地域と一体となった涸沼の豊かな自然環境の保全と賢明な利用を図るため，下

記事項について要望いたします。 

 

記 

 

１ 湖内対策・流出水対策（面源対策）等の推進について 

霞ヶ浦・北浦については，管理者である国において，水質浄化，生物多様性

保全等のため次の措置を講ずること。 
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（１）国が行っている試験の結果等を踏まえ，底泥からのリンの溶出抑制対策な

どの水質浄化対策を早期に実施すること。 

（２）ウェットランド，水生植物帯，砂浜の整備や，堤脚水路における堆積土砂

の定期的な除去などを推進すること。 

（３）アオコの発生が見られた場合は，今後も早期に河川への遡上防止及び回収

を図ること。 

（４）生態系等に影響を及ぼすおそれのあるミズヒマワリ等の特定外来生物の除

去を早期に実施すること。 

 

２ 水質保全意識の醸成について 

  県民の水質保全意識の醸成を図るため，霞ヶ浦水質浄化のための各種対策の

実施状況やその効果について，県内外への情報提供に努めること。 

  また，県や市町村と連携し，県民や市民団体による水質保全活動を支援する

こと。 

 

３ 高度処理型浄化槽の設置及び単独処理浄化槽からの転換促進について 

富栄養化の原因である窒素・リンの除去能力が高い高度処理型浄化槽の設置

を一層促進するため，今後も必要な予算を確保すること。 

また，単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を促進するため，支援制

度を拡充すること。 

 

４ 涸沼の保全と賢明な利用，それらを支える交流･学習を推進する拠点施設「涸

沼水鳥・湿地センター」について，十分な予算を確保し，早期に整備すること。 
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働き方改革の実現に向けた取組について 

 
＜提案･要望先＞    厚生労働省 
 
＜提案･要望の内容＞ 

人口減少社会において，我が国が持続的な成長を続けていくためには，働き

方改革の実現は不可欠であり，恒常的な長時間労働等これまで当然と思われて

きた日本の企業文化，日本人のライフスタイル，日本の働くということに対す

る考え方そのものに対する改革であることから，働き方改革実現会議において

決定した働き方改革実行計画に沿った対策を，確実に実行していくことが求め

られており，本年４月からは，働き方改革関連法も順次施行されています。 

引き続き，政労使が一体となり，非正規雇用の処遇改善，長時間労働の是正，

柔軟な働き方がしやすい環境整備や女性・若者が活躍しやすい環境整備等に取

り組み，働く方一人ひとりが，より良い将来の展望を持ち，自分の未来を自ら

創っていくことができる社会の実現に向け，下記の内容について特段の御配慮

を願います。 
 

記 

 
１ 働き方改革の実現に向け，目的達成のための政策手段が示されたロードマッ

プを着実に実行すること。 

 

２ 地方が働き方改革を確実に進めるためには，全国と各県の状況が比較できる

ようなデータが必要であることから，特に，人手不足分野等，働き方改革が

困難とされる業種，職種等の課題解決に資するための調査と分析を進めるこ

と。 

 

３ 国と地方の連携体制のもと，地方がより地域の実情に応じた展開を継続的・

効果的に図ることができるよう，地域における独自の取組を強力に支援する

こと。 
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地方における外国人材の活躍促進について  

 
＜提案･要望先＞ 外務省，法務省，厚生労働省，内閣官房，内閣府 
 
＜提案･要望の内容＞ 

我が国は既に，世界でも例を見ない人口減少・超高齢化社会に突入しており，

30 年後には総人口が 2,340 万人減少すると見込まれ，うち約９割が生産年齢人

口であるとされています。 

このように，企業の人手不足が深刻化していく中，新たな在留資格である「特

定技能」が創設されたことに伴い，今後，多くの外国人材の受入れが進むこと

が見込まれます。 

  しかしながら，外国人材が，言葉や文化の違いを理由に，職場や地域に馴染

むことができず，結果として離職につながることも想定されます。このような

事態を防ぐためには，日本語はもちろん，日本の文化や習慣などについて，あ

らかじめ十分な教育を実施し，不安を解消することが重要です。 

  また，外国人材の職場定着を図るためには，雇用前を含め，雇用中の外国人

材を継続的に支援する仕組みを構築することや，外国人材のキャリア形成を促

進する制度の充実を図ることも重要です。 
  さらに，地方の持続的発展に向けて，大都市圏に外国人材が過度に集中する

ことなく，地方における企業の人手不足に的確に対応していくためには，地方

の先進的な取組に対する継続的な財政支援も必要です。 
  以上の状況を踏まえ，地方における外国人材の活躍促進に向けて，下記事項

を実施するよう要望いたします。 
 

記 

 

１ 特定技能として就労を希望する外国人に対し，あらかじめ日本語や日本の文

化，習慣等についての教育の機会を提供する公的な仕組みを構築すること。 

 

２ 職場定着アドバイザーの派遣等，雇用前を含め，雇用中の特定技能外国人を

継続的に支援する仕組みを構築すること。 
 

３ 人材開発支援助成金制度など労働者のキャリア形成を促進する制度の充実を

図り，特定技能外国人も対象とするとともに，事業主及び外国人への周知を図

ること。 
 

４ 外国人の就労促進に向けた地方の先進的な取組に対し，重点的・継続的な財

政支援を講ずること。 
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地方分権改革の推進について 

 

＜提案・要望先＞  内閣府，総務省 
 

＜提案・要望内容＞ 

真の分権型社会を構築していくためには，国は外交・防衛など国家としての

存立に関するものや，基幹的なインフラ整備，最先端の研究開発，さらには食

料や医療など，国家戦略が必要な役割に専念し，その他の内政に関しては，広

く地方が担うことを基本とすべきであります。その際，地方公共団体が権限と

責任を大幅に拡大することにより，住民に身近なところで政策や税金の使途の

決定を行い，住民の意向を反映した行政運営を可能とするような行財政制度を

構築する必要があります。 
政府は，地方分権改革推進委員会の勧告に基づき，国と地方の協議の場に関

する法律や累次にわたる一括法を成立させるとともに，「提案募集方式」を導

入するなど地方分権改革を進めております。 

しかしながら，これまでの政府の取組は，国と地方の役割分担を明確にし，

地方の自主性・自立性を高めるという地方分権改革の見地からすれば，未だ不

十分であると言わざるを得ません。今後，さらなる改革の実現に向け，強いリ

ーダーシップのもと，迅速かつ全力を挙げて取り組むべきであります。 

我が国の景気は緩やかな回復基調にあるものの，住民生活を守り，地域の活

性化を担う地方財政は，臨時財政対策債の累増や社会保障関係費等の増加など

依然として厳しい状況にあることから，持続可能で安定的な財政運営ができる

地方税財政制度を早急に構築することが不可欠であります。 
つきましては，真の分権型社会の構築に向け，下記事項についてその実現を

強く要望いたします。 
 

記 

 

１ 事務・権限の移譲については，これまで地方が強く求めてきたハローワーク

などに係る事務・権限の移譲に更に積極的に取り組むとともに，税財源を一体

的に移譲し，新たに担う役割に見合う財源を確保できるようにすること。 

  義務付け・枠付けの見直しについては，地方の裁量を許さない「従うべき基

準」について，廃止または「参酌すべき基準」へ移行するとともに，今後の見

直しに当たっても，新たな「従うべき基準」の設定は原則行わないこと。 

「提案募集方式」については，所管府省と十分に調整を行い，提案をできる

限り実現すること。 
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２ 地方が責任をもって，地方創生・人口減少対策をはじめ，福祉・医療，教育，

地域経済活性化・雇用対策，防災・減災事業など，地方の実情に沿ったきめ細

かな行政サービスを十分担えるよう，安定的な財政運営に必要な地方一般財源

総額を確保・充実すること。特に，地方交付税については，本来の役割である

財源調整機能と財源保障機能が適切に発揮できるよう総額を確保するととも

に，地方固有の財源であることを明確にし，国による義務付けや政策誘導は排

除すること。 

また，引き続き増加する社会保障関係費や地域の活性化の取組みなど, 地方

の行政需要を的確に把握し, 今後の地方財政計画に計上するとともに,持続可

能な交付税制度の確立を図るため,地方財源不足の解消は，更なる地方交付税

の法定率の引上げを含めた抜本的な見直しにより対応することとし，臨時財政

対策債は直ちに廃止すること。仮に，制度の再延長がなされる場合は，臨時財

政対策債発行可能額の算定においては，過度な傾斜配分にならないようにする

とともに，廃止までの工程を明らかにすること。 

なお，臨時財政対策債の既往の元利償還金については,その償還額が累積し

ていることを踏まえ，償還財源を確実に別枠として確保すること。 

歳出効率化に向けた業務改革で他団体のモデルとなるものを基準財政需要

額の算定に反映する取組（トップランナー方式）について，地方の財政力や行

政コストの差は，人口や地理的条件など，歳出削減努力以外の要素によるとこ

ろが大きく，一律の行政コスト比較にはなじまないことを十分留意するととも

に，地方交付税の性格及び機能を踏まえ，国による政策誘導とならないように

すること。 

なお，近年，地方の基金残高が増加していることから地方財政計画の歳出の

適正化等を行うべきとの議論がある。近年の基金の増加は，大規模災害や経済

不況による税収減等不測の事態に備えた財政運営の年度間調整の取組の現れで

あり，また，地方は国と異なり，金融・経済政策・税制等の広範な権限を有し

ておらず，赤字地方債の発行権限も限定されていることから，不測の事態によ

り生ずる財源不足については，歳出削減や基金取崩し等により対応せざるを得

ない。加えて，国の施策に基づく特定目的基金の増加などの「制度的な要因」

も存在する。 

したがって，地方の基金残高が増加していることをもって地方財政に余裕が

あるかのような議論は適切ではなく，基金残高の状況を理由とした地方財源の

削減は行わないこと。 

 

３ 消費税及び地方消費税率の引上げが，令和元年 10 月に予定されているが，増

収分は全て社会保障の充実・安定化に向けるという原則をはじめ，地方が社会
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保障分野において担っている役割等を十分に踏まえ，地方への安定した財源配

分を確実に行うこと。 

  なお，10％への引上げに伴い社会保障を全世代型のものとすること等の「新

しい経済政策パッケージ」に係る施策を実施する際には，地方行財政に係るも

のについて，地方と十分に協議をするとともに，地方において必要となる安定

財源を国の責任においてしっかり確保すること。特に，幼児教育及び高等教育

の無償化に係る令和 2 年度以降の地方負担については，一般財源総額の同水準

ルールの外枠で歳出に全額計上し，必要な財源を確保すること。 

なお，10％への引き上げに伴う軽減税率制度を導入する際には，地方の社会

保障財源に影響を与えることのないよう，代替税財源を確実に措置すること。

また，社会保障制度改革の推進に当たっては，「国と地方の協議の場」などに

おいて地方と真摯な議論を行い，地方の意見を十分に反映させること。 

併せて，地方が担うべき事務と権限に見合った地方税財源の充実強化を図る

ため，税源の偏在性が小さく，税収が安定的な地方税体系の構築を図りつつ，

国からの税源移譲を速やかに進めること。 

 

４ 新たに森林環境税及び森林環境譲与税が創設されたが，その趣旨や目的につ

いて広く国民の理解が得られるよう，より一層の丁寧な説明に努めること。 

また，都道府県を中心として独自に課税している森林環境税等への影響が生

じないよう適切に調整するとともに，市町村が主体となった森林整備等が円滑

に進むよう，国において必要な助言や十分な説明を行うなど，制度の円滑な実

施運用に向けた取組を進めること。 

 

５ 平成 28 年度税制改正においては，法人実効税率の引下げに当たり，法人事業

税の外形標準課税の拡大等による課税ベースの拡大を行うことで財源を確保

することとされたが，今後も更なる税率の引下げを行う場合には，恒久減税に

は恒久財源を用意するという原則に則り，地方税による代替財源を確保し，地

方交付税原資の減収分も含め，全ての地方自治体の歳入に影響を与えることの

ないよう地方税財源を確保すること。 

なお，今後，法人税改革を継続する中で，外形標準課税の適用対象法人のあ

り方等について検討を行うこととされたが，地域経済への影響も踏まえて，引

き続き，中小法人への負担に配慮し慎重に検討すること。 

 

６ 法人事業税の分割基準の見直しにあたっては，社会経済情勢の変化に応じた

企業の事業活動と行政サービスとの受益関係を的確に反映させ，税源の帰属の

適正化を図るという観点から検討し，法人の納税事務負担の軽減・簡素化を考

慮した上で，製造業において，事業活動の大きさを反映する指標として物的要
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素である有形固定資産等（土地を除く）をベースにしたものを導入するなど，

より客観性のある指標とすることを基本とすること。 

  また，太陽光発電施設について，建設時や発電時において立地する都道府県

から行政サービスを享受しているものであるから，本県内に人員を有する事務

所等を置いていない場合においても分割基準の適用対象に加えること。 

 

７ 償却資産に係る固定資産税は，資産の保有と行政サービスとの受益関係に着

目し，税負担を求めるものであり，市町村が必要な行政サービスを行うための

重要な財源であることから，引き続き安定的確保を図ること。 

８ ゴルフ場利用税については，平成 31 年度与党税制改正大綱において今後長期

的に検討することとされたが，アクセス道路の整備・維持管理，廃棄物処理，

地滑り対策等の災害防止対策等，特有の行政需要に対応していること，また，

その税収の７割が所在市町村に交付金として交付されており，特に財源に乏し

い中山間地域の当該市町村にとって貴重な財源となっていることを踏まえ，現

行制度を堅持すること。 

 

９ 自動車取得税の廃止に伴い地方公共団体に減収が生じることのないよう，そ

の廃止と同時に，国の責任において環境性能割で確保できない減収分について

地方財政計画において確実に措置するなど安定的な代替財源を確実に確保す

ること。 

  また，平成 31 年度与党税制改正大綱において，自動車関係諸税について，自

動車を取り巻く環境変化の動向等を踏まえつつ，財源を安定的に確保していく

ことを前提に，その課税のあり方について検討を行うとされたが，検討に当た

っては，道路の維持管理・更新や防災・減災等の推進に多額の財源が必要とな

ること等を考慮し，地方の安定的な財源を確保し，地方財政に影響を与えるこ

とのないよう十分な配慮を行うこと。 

 

10 国庫補助負担金改革は，地方の自由裁量を拡大し，国からの依存財源ではな

く自主財源である地方税への税源移譲を進めることが重要であることから，本

格的な税源移譲に向けた議論を後退させないこと。 

なお，各府省の交付金等についても，税源移譲されるまでの間は，地方の自

由度拡大や事務手続きの簡素化などによる一層の運用改善等を図るとともに，

事業の着実な実施のために必要な予算の確保を行うこと。 

 

11 直轄事業負担金については，直轄事業が全国的視野の下に国家的政策として

実施されながら，地方公共団体に対して個別に財政負担を課すものであること
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から，国と地方の役割分担等の見直しや地方への権限と財源の一体的な移譲と

あわせ，必要な改革を速やかにかつ確実に進めること。 

また，その際には，社会資本整備の着実な実施に配慮した新たな仕組みづく

りに向けて，「国と地方の協議の場」等を通じて，地方と十分に協議をするこ

と。 
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医師等医療従事者の確保について 
 
＜提案・要望先＞  厚生労働省，文部科学省，内閣府 
 
＜提案・要望内容＞  

本県の人口 10 万人当たりの医師数は，全国平均を大きく下回っており，現時

点で医師数を全国平均と同程度にするには，さらに約 1,800 人もの医師が必要

となります。小児科や産婦人科はもとより，内科及び外科等の基本的な診療科

においても，全県的に医師が不足するなど，本県の医師不足は極めて深刻であ

ります。 
厚生労働省では 2028 年頃には全国で医師の需給が均衡すると推計している

ところでありますが，医師の働き方改革や女性医師数の増，医療の高度専門化

により医師を取り巻く状況は大きく変化しており，これを踏まえた需給推計の

検証や対策が必要です。 
医師養成に係る多額の公費負担の現状や医師の公的役割なども踏まえると，

国において現在の医師の勤務のあり方の見直しも考慮した更なる抜本的対策

を講じる必要があるものと考えております。 
さらに，看護師，助産師などの看護職員については，医療と介護の連携を推

進するため，２０１９年度公表予定の看護職員需給推計等を踏まえた人員確保

や在宅医療の要となる訪問看護師をはじめとする看護職員の資質向上に取り

組むことが必要であります。 
また，看護職員の確保や資質向上のためには，質の高い看護教員を安定的に

確保することが必要であります。 
以上のことから，下記のとおり要望いたします。 

 
記 

 

１ 働き方改革や女性医師数の増，医療の高度専門化など，今後の医師を取り巻

く状況の変化を踏まえ，医師需給推計の検証を行っていくこと。 

 

２ 医学部新設等に関する規制緩和や既設医学部の大幅定員増を可能とすること。 

また，医学部新設等にあたっては，医師偏在を助長することがないよう，設置 

者に対し適切な指導を行うこと。 

 

３ 地域枠制度を延長するとともに，医学部の臨時定員増を伴う地域枠の設置や

増員申請等については，実効性のある施策となるよう，国において環境整備を

行うこと。また，大学から地方公共団体に負担を求めることなく必要な教育を
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行えるよう，大学に対して国が十分な財政的措置を講じること。 

 

４ 外国において医師免許を取得し医師として医業を行っている者が，国内の医

師不足地域の医療機関において，日本の医師免許を有する医師と同等に勤務す

ることが可能になるよう，国家戦略特区制度等による規制緩和を行うこと。 

 

５ 都道府県において，必要な医師確保対策を継続して実施できるよう，地域医

療介護総合確保基金による十分な財政的措置を講ずること。その際，地域医療

介護総合確保基金が充当可能な範囲については，各都道府県の実情に応じた施

策への充当を認めること。 

 

６ 女性医師が継続して働くことができるよう，保育制度の充実や勤務体制の柔

軟化，再就業支援等，就業環境の整備を促進するために必要な措置を早急に講

ずること。 

     

７ 潜在看護職員の再就業支援等により人員確保を図るとともに，訪問看護に係

る研修や看護師特定行為研修による資質向上の取組を充実させ，医療と介護の

連携に資するため，将来にわたる十分な財源を地域医療介護総合確保基金等を

通じて確保すること。 

 

８ 質の高い看護教員を安定的に確保するためには，看護教員と臨床看護師とが

相互に連携しながらキャリアを形成することが重要である。そのため現在は看

護団体ごとに策定しているキャリアラダーについて互換性のあるものとなる

よう国が中心となり調整を図ること。 

また，そのようなキャリアラダーに対応した研修会を実施する団体等に対し，

十分な財政的措置を講ずること。 
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医療保険制度の見直しについて 

 

＜提案・要望先＞  厚生労働省 

 

＜提案・要望内容＞ 

医療保険制度については，「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改

革の推進に関する法律」に基づき国民健康保険制度の改革をはじめとした見直

しが進められてきたところであるが，住民生活をはじめ，都道府県の財政や組

織体制等地方自治に極めて重大な影響を及ぼすものであることから，今後も国

においては地方の十分な理解を得た上で医療保険制度の改革等を着実に行うこ

とについて，下記のとおり要望いたします。 

 

記 

 

 国民健康保険制度については，高齢化の進展等に伴い今後も医療費の伸びが

見込まれる中，将来にわたり持続可能な制度となるよう，国が責任を持って，

保険料負担の平準化や都道府県への財政支援策等を講じ，医療費の増嵩に耐え

得る財政基盤の確立を図ること。その際，平成28年12月22日社会保障制度改革

推進本部の決定に基づく財政支援について，今後も国の責任において確実に行

うこと。 

  また，子どもに係る均等割保険料の軽減措置の導入や地方単独事業に係る国

庫負担調整措置の廃止等，国保基盤強化協議会において地方が提案している方

策の実現を図ること。 

 後期高齢者医療制度については，しっかりとした将来推計による財政試算の

もと，安定的な運営ができる制度とすること。 

これらの制度改正に際しては，地方の意見を十分に尊重し，新たな地方の負

担が生じることのないようにすること。 
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介護保険制度の見直し等について 

 

＜提案・要望先＞  厚生労働省 

 

＜提案・要望内容＞ 

高齢化の進展や制度の定着に伴い，介護サービス利用者の増加とともに，介

護給付費も増加しており，県や市町村など地方公共団体の財政圧迫をはじめ，

様々な制度運用上の課題も生じてきております。また，団塊の世代すべてが後

期高齢者となる 2025 年に向け，高齢社会を支える人材や施設の不足も喫緊の

課題となっております。 

このような状況を踏まえ，介護保険制度をより持続可能なものとするため，

地方の意見を聴き，それを適切に反映させるよう下記のとおり要望いたします。 

 

記 

 

１ 将来にわたる介護保険制度堅持のため，全国レベルでの自立支援・重症化防

止施策の構築や，介護サービスの適切な利用の徹底など介護給付費の適正化を

強く推し進めるとともに，今後，高齢者数の増加や在宅医療と介護の連携の推

進等に伴い，介護給付に係る需要がさらに増大し，給付費の急激な増嵩が見込

まれる際は，被保険者や地方の負担増につながらないよう十分な財政措置を講

ずること。 

 

２ 介護人材の不足が課題となっている中，地域医療介護総合確保基金（介護分）

について，地域の実情に応じて，柔軟に活用できるよう見直しをするとともに，

将来にわたり十分な財源を確保すること。 

また，次期介護報酬の改定においても，介護職員のさらなる処遇改善加算を

行うこと。 

 

３ 国が推奨するユニット型の特別養護老人ホームを運営するにあたっては，従

来型より多くの介護職員を配置する必要がある実態を踏まえ，ユニット型の介

護報酬については，従来型を上回る改定とすること。 
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地域公共交通維持確保に向けた取組について 

 

＜提案･要望先＞    国土交通省，財務省 
 
＜提案･要望の内容＞ 

  鉄道・バスなどの公共交通は，地域住民の日常の移動手段として，また，交

流人口を支える社会基盤として，大変重要な役割を果たしており，地域住民の

生活を守り，地域間交流を促進するため，公共交通の維持確保は，喫緊の課題

となっております。 
しかしながら，モータリゼーションの進展や少子高齢化・人口減少の進行を

背景に公共交通の利用者は減少傾向にあり，地域鉄道や路線バスの廃止が相次

いでいるほか，市町村では，高齢者や高校生等の移動手段を確保するため，コ

ミュニティバス等の運行等により財政負担が増加するなど，公共交通の維持確

保は，現在，極めて厳しい状況に置かれております。 
交通政策基本法においては，国の責務として，少子高齢化の進展や大規模災

害等への対応，環境負荷の低減，様々な交通手段の適切な役割分担と連携など

の基本理念にのっとり，交通に関する施策を総合的に策定・実施するとされて

いるところです。 
つきましては，交通需要者のニーズに対応できる公共交通体制を確保するた

め，下記事項について特段の御配慮をお願いします。 
 

記 

 

１ 地域公共交通の維持確保及び改善を図るため，バス・鉄道等の事業者への支

援となっている地域公共交通確保維持改善事業費補助金について，以下の２点

に留意して必要な予算を確保すること。 

（１）バス 

  地域間幹線系統確保維持費国庫補助金について，必要な予算を確保するとと

もに，本年度から本県が取り組む地域間高速バスの増便実証実験に対して，特

段の支援を行うこと。 

  また，地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金について，運行実績に応

じて十分な補助が行われるよう，必要な予算を確保するとともに，輸送量要件

の緩和を行うこと。 
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（２）鉄道 

  鉄道軌道安全輸送設備等整備事業及び訪日外国人旅行者受入環境整備緊急

対策事業について，地域鉄道の事業経営安定のため，車両の全般検査及び重要

部検査等に必要な予算を確保するとともに，鉄道軌道安全輸送設備等整備事業

の引き下げとなった補助率について，従前の補助率に復元すること。 

 

２ 利用者の利便性向上のため，バス事業者のＩＣカードシステムの導入が円滑

に行われるよう，必要な予算を確保するとともに，地域独自カードと全国共通

交通系カードの将来の相互利用に向けた環境整備を進めること。 
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安全安心を実感できる「いばらき」の確立について 

 

 

＜提案･要望先＞    警察庁，総務省，財務省，国土交通省 

 

＜提案･要望の内容＞  

  本県の治安情勢は，刑法犯認知件数が平成 15 年以降 16 年連続で減少するな

ど，数値の面では治安の改善傾向が継続しております。また、交通情勢につい

ては，交通事故死者数が昭和 33 年以降では最も少ない 122 人となり，人身交

通事故発生件数も大幅に減少したところです。 

  しかしながら，本県では，昨年に引き続き全国ワーストに位置している住宅

侵入窃盗及び自動車盗，依然として高水準で発生しているニセ電話詐欺等の県

民に身近な犯罪や児童虐待を含む人身安全関連事案等に的確に対処する必要

があるほか，飲酒運転の根絶，子供と高齢者の安全確保等，安全かつ快適な交

通の確保に向けた課題も山積しております。 

  このような厳しい治安情勢に加え，本県警察は，全国に比して警察官１人当

たりの業務負担が高く，警察官の増員，ＩＣＴの活用等によりその改善を図る

必要があるほか，東日本大震災を踏まえた大規模災害対策，来年の東京オリン

ピック・パラリンピック競技大会に向けたテロ対策，サイバー犯罪・サイバー

攻撃に対処するためのサイバーセキュリティ対策等，多様化する脅威への対策

にも万全を期す必要があります。 

  以上のことから，県民が安全安心を実感できる「いばらき」を確立するため，

下記事項について特段の御配慮を願います。 

 

                                      記 

 

１ 警察基盤を強化するため，警察官の増員（地方警務官の増員を含む。）や警察

車両の増強を図ること。 

 

２ 犯罪の複雑化・多様化に的確に対応するため，自動車ナンバー自動読取装置

の増設並びに画像鑑定機材及び薬物鑑定機材の増強を図ること。 

 

３ 安全かつ快適な道路交通環境を整備するため，特定交通安全施設等整備事業

の充実を図ること。 

 

４ 大規模災害対策を強化するため，救出救助資機材，原子力災害対策用資機材

の増強を図ること。 
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５ サイバーセキュリティ対策を強化するため，サイバー空間の脅威に的確に対

処することができる人材の育成や資機材の整備を図ること。 

 

６ 警察業務の高度化・効率化を図るため，ＡＩ，ＲＰＡを始めとしたＩＣＴの

活用を図ること。 
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治水事業の推進について 

 
＜提案･要望先＞  国土交通省 
 
＜提案･要望の内容＞ 

本県では，平成 23 年の東日本大震災，平成 27 年の関東・東北豪雨と，近年，

立て続けに大きな災害に見舞われるとともに，近年の気候変動等の影響により，

雨の降り方が集中化・激甚化し，災害発生のリスクが増大しております。 

こうした中，県内の河川につきましては、国管理河川の整備率が約六割、県

管理河川の整備率が約三割と大変遅れております。 

このため，安全・安心な県民の暮らしを確保できるよう，国との連携をさら

に強め，防災・減災に向けたハードとソフトの両面の対策をより一層加速化し，

災害に強い県土づくりを強力に推進していく必要があります。  

以上のことから，下記の事項を実施するよう要望いたします。 

 

記 

 

１ 茨城県内の国管理河川の整備推進について 

県内の国管理河川の整備率は約 6 割と全国と比べ低く，より早急な河川改修

が必要なっていることから，利根川，那珂川などの国管理河川本川の整備の加

速化を図るとともに，平成 27 年の関東・東北豪雨により浸水被害の発生した

鬼怒川支川の田川への逆流を防止するための水門整備を進めること。 

 

２ 県管理河川の整備に係る当初予算の継続的な確保について 

本県の河川の整備率は約 3 割と全国と比べ低い状況にある中，鬼怒川支川の

田川や那珂川支川の中丸川の河川改修をはじめ，県内の治水事業を計画的かつ

着実に推進するため，防災・安全交付金等の当初予算の継続的な確保を図るこ

と。  

 

３ 全国の治水事業に係る予算の拡大について 

全国的に進められている「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づくハード

とソフトの対策が一体となった防災・減災のための取り組みを着実に推進する

ため，治水事業予算の継続的な確保を図ること。 
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原子力災害について 

 

＜提案・要望先＞  内閣府，復興庁，経済産業省，文部科学省，原子力規制庁， 

環境省，観光庁，外務省，農林水産省 
 

＜提案・要望内容＞ 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故から８年余りが経過したもの

の，依然，放射性汚染水への対応や除染，指定廃棄物の処分問題など多くの課

題により，国民は放射線に関する不安を抱えるとともに，風評被害も根強く残

っている状況にあることから，国の責任において福島第一原子力発電所事故の

早期収束と廃炉作業を着実に進めることが必要であります。 

また，本県には，多くの原子力施設が立地し，地域住民の安全の確保が何よ

りも重要な課題となっていることから，国は，新規制基準に基づく適合性審査

の厳格な実施などにより原子力安全対策を強化するとともに，原子力防災対策

についても，地方自治体が講ずることとされる対策について必要な予算を確保

するなど，早急に支援の充実を図ることが必要であります。 

つきましては，国の責任において早急に取り組むべき下記事項について要望

いたします。 

記 

 

１ 福島第一原子力発電所事故対策 

（１）原発事故の早期収束について 

国の責任において，廃炉作業を安全かつ着実に進め，一刻も早く原発事故

の収束を図ること。 

特に，放射性汚染水については，海洋放出も含めて処分方法が検討されて

いるが，風評被害等の社会的影響が大きいことから，国の責任において早急

に抜本的な対策を講ずること。 

（２）放射線に関する不安の解消等について 

国において，「原発事故子ども・被災者支援法」の基本方針に規定する支

援対象地域，準支援対象地域に応じた必要な施策を講ずるとともに，放射線

モニタリング調査など必要な対策を継続的かつ着実に実施し，放射線に関す

る不安の解消に努めること。 
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（３）除染対策について 

市町村等による除染により発生した除去土壌の管理に係る措置に対し，引

き続き適切な支援等を行うとともに，その経費はすべて国が負担すること。 

また，除去土壌の処分基準の策定など，除染活動に関する技術的検討を早

急に進めること。 

（４）放射性物質を含む廃棄物の処分について 

本県では，現地保管継続・段階的処理の方針が決定したが，8,000 ﾍﾞｸﾚﾙ

／kg を超えた焼却灰などの指定廃棄物等の保管から全量処分に至るまで，国

は責任を持って次の一連の対応を速やかに行うこと。 

ア 指定廃棄物等については，安全性を十分確保しながら，保管施設の整

備を推進するとともに，維持管理費用等も含め，経費は，すべて国が負

担すること。 

イ 8,000 ﾍﾞｸﾚﾙ／kg 以下に減衰した後の指定解除の仕組やその後の処

分方法については，住民等の理解が得られるよう，安全性について十分

説明するとともに，処理・処分に要する経費は，すべて国の負担とする

こと。 

ウ 国の責任において，風評被害対策に万全を尽くし，地元市町村等の要

望を反映した地域振興策を着実に実施するとともに，地方の取組に対す

る十分な財政支援を行うこと。 

 

（５）全ての損害の早急な賠償について 

原発事故と相当因果関係が認められる損害については，全て賠償の対象と

するとともに，早急に賠償金全額を支払うなど，国と東京電力の責任におい

て万全の対応を行うこと。 

（６）風評被害対策について 

観光業や農林水産業などに対する風評被害の解消に積極的に取り組むと

ともに，地方の取組に対する十分な財政支援を行うこと。 

また，中国，韓国，台湾等諸外国・地域が，科学的根拠に基づき，速やか

に輸入規制措置を撤廃するよう強く働きかけるとともに，我が国の農林水産

物等の安全性に関する正確な情報を発信し，信頼の回復を図ること。 

（７）中国人個人観光客向け「数次査証」の発給要件の緩和について 

中国人個人観光客向け「数次査証」の発給対象となる地域として，本県を

東北６県と同様に扱うこと。 
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２ 原子力安全・防災対策 

（１）東海第二発電所の取扱いについて 

  東海第二発電所については，ＵＰＺ圏内の人口が約９４万人にのぼること，

運転開始から４０年が経過していることなど，その置かれている状況や地元

自治体及び地域住民の意見を十分に踏まえつつ，国のエネルギー政策におけ

る原子力発電の位置付けや東海第二発電所の必要性などについて国の考え

方を早急に示すこと。 

（２）原子力安全対策の強化について 

国内外における最新の知見を収集し，福島原発事故の原因究明を引き続き

徹底して行うとともに，そこで得られた知見については，その都度，適切に

規制基準等をはじめとする安全対策に反映させること。 

 

（３）高速実験炉「常陽」について 

本県に立地する高速実験炉「常陽」については，福島原発事故の教訓を踏

まえた安全対策に国として万全を期すこと。また，今後の高速炉開発方針の

具体化に当たっては，「常陽」の位置づけを含め，核燃料サイクル政策にお

ける高速炉開発の意義や今後の具体的な道筋を明確にするとともに，その結

果については，国民の理解が得られるよう，国が十分な説明責任を果たすこ

と。 

 

（４）原子力研究開発について 

原子力発電の技術開発・研究開発については，安全性を最優先に国民理解

を得ながら進めていくべきものであることから，国が責任をもって推進して

いくこと。 

また，本県の東海・大洗地区に立地している日本原子力研究開発機構の研

究開発施設については，大洗研究開発センター（現大洗研究所）における被

ばく事故や核燃料サイクル工学研究所における漏えい事故を踏まえ，安全対

策を強化するよう指導するとともに，我が国の原子力研究開発における位置

づけを明確にした上で，高経年化対策をはじめとする安全対策に係る予算・

人材の継続的な確保を図ること。 

同機構が進めている原子力施設の集約化・重点化に当たっては，国の科学

技術・学術審議会作業部会の提言を踏まえ，国として持つべき原子力研究開

発機能の維持・発展を目的とした支援を原子力機構に対し実施すること。と

りわけ，我が国の原子力研究開発の基盤となる材料試験炉「ＪＭＴＲ」の代

替施設を含めた新たな試験研究用原子炉については，同機構のみならず，国

が主体となって建設に向けた具体的な検討を早急に進めること。 
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（５）東海再処理施設について 

東海再処理施設の廃止措置については，工程が長期間にわたること，また，

多額の費用を要することから，その安全対策や人的・財政的資源の確保につ

いて，事業者任せとせず，国が責任を持って指導・支援していくこと。 

（６）原子力防災対策の強化について 

原子力防災対策については，国が責任を持って継続的に充実強化を図るこ

と。 

その際，省庁横断的に進める必要がある対策については，必要な予算の確

保も含めて内閣府が窓口となり，総合的な調整を行うこと。 

原子力防災対策のうち特に，原子力災害対策重点区域内については，モニ

タリング資機材の早急な整備やモニタリング要員の確保に万全を期すとと

もに，避難用バスや鉄道などの輸送手段，避難退域時検査に要する人員・資

機材の確保について支援すること。併せて，食料その他の物資の備蓄や避難

を円滑に進めるために必要な道路の整備などに必要な財政支援措置を講ず

ること。 

原子力緊急事態において，即時の避難が困難な病院や社会福祉施設の入所

者等の要配慮者が屋内退避するための施設整備について，木造施設などへの

対応策を示すとともに，必要な予算の確保を図ること。 

安定ヨウ素剤の配布体制の整備に当たっては，地方公共団体の事情を聴取

の上，住民が適時・適切に服用できるよう対応マニュアルの充実を図ること。 

さらに，安定ヨウ素剤の事前配布後も，再配布の手続きを簡略化するなど，

住民や自治体の負担を軽減できる方法をマニュアルに明記すること。 

併せて，丸剤の使用期限延長に合わせたゼリー剤の使用期限の延長及びこ

れらの薬剤の使用期限の更なる延長について，早急に製薬業者を指導・支援

すること。 

原子力災害対策重点区域外については，防護措置が必要な場合における避

難先及び輸送手段の確保等，国において具体的な対応策を示すこと。 

また，円滑な避難行動をとるには，緊急時モニタリング及び避難退域時検

査の実施などに放射性物質の拡散を予測する情報が必要と考えられるため，

精度の高いシステムを構築すること。その際は，関係自治体の意見を十分聴

いた上で，具体的な検討を進め，必要な対策を講じること。 
 

（７）放射性廃棄物の処理・処分等について 

東海再処理施設に貯蔵されている使用済燃料の搬出や高レベル放射性液

体廃棄物の固化・安定化処理を速やかに行うとともに，高レベル放射性廃棄

物の減容化や有害度の低減化に関する研究開発を加速するなどガラス固化

体の最終処分の取組を促進すること。 
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また，原子力施設の廃止措置や原子力の試験研究等に伴い発生する低レベ

ル放射性廃棄物についても，廃棄物の埋設処分に係る技術基準の早急な整備

や，放射性廃棄物の処理処分に関する国民の理解促進，地域振興策の検討な

どに取り組み，原子力事業者が早期に最終処分できる環境を整備すること。 
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被災地における復旧・復興について 

 

＜提案・要望先＞  復興庁，国土交通省，財務省，総務省，農林水産省， 

厚生労働省，文部科学省，文化庁 
 

＜提案・要望内容＞ 

平成２３年３月に発生した東日本大震災や原発事故により，本県の県民生活

や企業活動は，依然として大変厳しい状況におかれております。 

このような中，本県では国において講じられている各種支援措置を最大限に

活用しながら，各分野における取組を積極的に展開しているところですが，本

格的な復興のためには，さらなる支援が必要な状況にあります。 

政府においては，災害からの復旧・復興についてご尽力いただいているとこ

ろでございますが，この未曾有の危機を乗り越え，県民の安全・安心な生活を

一刻も早く取り戻すことができるよう，以下の事項についてさらなるご配慮を

お願いいたします。 

 

記 

 

１ 復興・創生期間における復興財源の確保 

（１）復興交付金について 

復興交付金制度について，地域ごとの実情を十分に配慮のうえ，復興が完

了するまでの間，引き続き必要な予算を確保し，長期的な支援を行うこと。 

 

（２）社会資本整備総合交付金（復興）について 

社会資本整備総合交付金（復興）について，復興が完了するまでの間，必

要十分な予算額を確保し，その地方負担について，引き続き地方財政措置を

講ずること。 

 

（３）地方財政措置の継続について 

復旧・復興事業については，被災自治体の過度な負担にならないよう，引

き続き震災復興特別交付税等による地方財政措置を講ずるとともに，震災復

興特別交付税について，通常の地方交付税とは別枠とする措置を継続するこ

と。 

 

 

 

-34-



 

 

（４）国が行う復興事業について 

  国が行う復興事業について，より一層の整備促進を図るとともに，それに

係る直轄事業負担金については，震災復興特別交付税による地方財政措置を

継続すること。 

 

２ 復興・創生期間後の復興を支える仕組みについて 

  復興・創生期間後も対応が必要な課題に対応するため，復興を支える仕組み

を構築し，必要な施策を講ずること。 

 

３ 災害に強い医療体制づくりについて 

災害に強い医療施設づくりを推進するため，耐震・免震化の推進に対する財

政支援措置を継続すること。 

 

４ 防災教育の充実について 

東日本大震災の教訓を踏まえた新たな防災教育の実践及び充実を図るため，

学校の防災力強化のための事業を継続すること。 

 

５ 緊急防災・減災事業債の恒久化及び拡充について 

引き続き防災・減災対策を推進するため，緊急防災・減災事業債の恒久化及

び対象事業のさらなる拡充を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-35-



 

 

関東・東北豪雨災害からの復旧・復興について 

 
＜提案･要望先＞  内閣府，中小企業庁，国土交通省 
 
＜提案･要望の内容＞ 

平成 27 年９月関東・東北豪雨では，鬼怒川の堤防が決壊し，広範囲の浸水，

家屋の倒壊・流出，多数の孤立者の発生，地元経済への影響など，甚大な被害

が発生しました。 

この災害の特徴として，住家半壊の被害であっても，床や壁，家財道具等に

浸水被害を受けたため，被災者の負担が大きいことがありますが，現行の被災

者生活再建支援法では，支援の手が十分に届いていない状況にありますことか

ら，今後，同様の災害が発生した場合にも適切な支援が行えるようにする必要

があります。 

また，商工業関係につきましては，中小企業等グループ施設等復旧整備補助

事業（いわゆるグループ補助金）の例を除き，融資制度による支援が原則とな

っておりますが，今後，災害が発生した場合には，資力に乏しい中小商工業者

の廃業が多数発生する可能性もあり，その結果として，地域の活力低下や賑わ

いの喪失，人口減少にもつながってしまうことが懸念されるなど，災害により

被災した中小商工業者に対して，事業継続や事業再開後の販路の維持・拡大の

ために必要な支援が行えるようにする必要があります。 

一方，治水対策につきましては，平成 27 年 12 月に国が「水防災意識社会再

構築ビジョン」を策定し，ハード・ソフト対策が一体となった治水対策を推進

することとしており，そのリーディングプロジェクトとして，「鬼怒川緊急対

策プロジェクト」が，大変注目されています。 

以上のことから，下記の事項を実施するよう要望いたします。 

 
記 

 

１ 被災者生活再建支援法の制度改正について 

  被災者生活再建支援法の適用にあたっては，市町村の区域にとらわれること

なく，同一災害の被災者が等しく支援を受けられるよう適用基準を緩和するこ

と。 

  また，被災者の生活再建が早期に図られるよう，住宅建設費用等の増高を踏

まえ支援金の限度額を引き上げるとともに，支給対象となる被災世帯を半壊世

帯まで拡大すること。 

  これらの財源を確保するため，被災者生活再建支援基金への国庫補助の割合

を引き上げるなどの措置を講じること。 
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２ 被災中小商工業者に対する復興支援制度の充実について 

今回の災害を踏まえ，自然災害により被災した中小商工業者が，事業を再開

し，継続していけるよう，事業用施設若しくは設備の復旧に要する経費や，事

業再開後の販路の維持・拡大に要する経費に対する補助金の創設など，支援制

度の充実を図ること。 

 

３ 鬼怒川緊急対策プロジェクトの推進について 

（１）鬼怒川のハード対策の推進 

再び関東・東北豪雨と同等の大雨が起こった場合にも災害の発生を防止す

るため，国が実施する鬼怒川の堤防整備や河道掘削等のハード対策を着実に

実施すること。 

併せて，鬼怒川本川と田川等の支川との合流部においても，逆流を防止す

るための水門整備を進めること。 

 

（２）住民の主体的な避難を促すソフト対策の推進 

大規模な水害に対し，住民の逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行

動のための取組を流域の市町等と一体となり，住民目線のソフト対策を速や

かに実施するための措置を講ずること。 

 

（３）国，県，市町等との連携強化 

   効果的・効率的な治水対策を実施するため，国，県，市町等との連携強化

を図ること。 
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神栖市におけるヒ素汚染対策について 

 

＜提案・要望先＞  環境省，農林水産省 

 

＜提案・要望内容＞ 

  神栖市におけるヒ素汚染事案については，平成 15 年の閣議了解及び閣議決定

に基づき，国において健康被害者に対する支援策をはじめ，地下水浄化処理な

どの各種対策が講じられているところであります。 

  これらの対策のうち，平成 15 年度から実施されている健康被害に係る緊急措

置事業については，平成 29 年６月に，平成 32 年６月までの事業継続が決定さ

れ，また，平成 20 年度から実施された高濃度汚染対策事業については，当初

からの目標であったＡ井戸周辺の有機ヒ素化合物の約 90 パーセント以上が除

去されるなど，一定の進展が見られたところであります。 

  しかしながら，依然として地下水中からは有機ヒ素化合物が基準を超えて検

出され，また，汚染ほ場においては米の作付自粛を余儀なくされており，地域

住民の不安が払拭できない状況にあります。 

  一方，平成 24 年５月に公害等調整委員会からヒ素汚染がもたらした被害に係

る責任裁定がなされ，県は，被害者の置かれている状況を考慮し，和解により

問題の早期解決を図っておりますが，被害者は，今後とも国の支援を強く望ん

でいるところであります。 

  つきましては，国として適切な対策が講じられるよう，下記事項について要

望いたします。 

 

記 

 

１ 神栖市におけるヒ素汚染については，健康被害の発症メカニズム，治療法等

を含めた病態の解明や住民の健康不安の解消には至っていないため，緊急措置

事業を引き続き実施すること。 

  また，有機ヒ素化合物の人体影響及び治療方法について，調査研究を継続的

に進めるとともに，被害者の方々の意向を踏まえ，長期的な健康管理体制を確

立すること。 

 

２ 安全基準の指標として，米に含まれる有機ヒ素化合物の指針値（一日許容摂

取量など）を早急に策定すること。 

  また，指針値に基づき，有機ヒ素化合物の農地土壌や農業用井戸水（地下水）

に対する基準値を定めるとともに，作付けが早期に再開できるよう有機ヒ素化

合物の減衰促進のための対策を実施すること。 
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３ 地下水中の有機ヒ素化合物の存在の状況を確認するため，引き続き十分な 

モニタリングを実施すること。 
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未来を担うたくましい人づくりについて 

 

＜提案・要望先＞  文部科学省 
 

＜提案・要望内容＞ 

グローバル化が進展し，新しい知識や情報・技術が飛躍的に重要性を増す

中，知識基盤社会を牽引する人材の育成は，我が国の最重要課題の一つとな

っております。また，物的資源の乏しい我が国にとって，人材こそが最大の

資源であります。 

一方で，近年，若者の内向き志向や理科離れなどが指摘されており，今後，

我が国が成長を持続していくためには，科学技術の発展をリードし，国際社

会で活躍できる人材の育成が求められており，子どもたちに対して，基礎学

力の向上や，豊かでたくましい心とともに，健やかな体を育成することが求

められています。 

そのため，今後も，外国語によるコミュニケーション能力の育成やプログ

ラミング教育の充実，さらには，小さい頃から自然や科学の事象に親しませ

る取組とともに，科学技術を分かりやすく伝える人材の育成や活用を推進し

ていくことが重要です。 

また，告示された新学習指導要領により，より一層の授業の工夫・改善が

必要であることから，ＩＣＴ環境のさらなる充実や，教職員に求められる資

質・能力の向上を図りながら，教職員個人への負担を軽減するための体制を

構築することも必要になります。 

さらに，いじめや不登校・問題行動，発達障害など特別な配慮が必要な児

童生徒に対するための取組の充実や体罰による不適切な指導の改善，人格形

成の基礎を培う就学前教育の充実や親子の育ちを応援する家庭教育の充実

が喫緊の課題となっております。 

併せて，本県におきましては，教育を県政の重要課題としてとらえ，様々

な施策を積極的に推進しているところでありますが，国におきましても，教

育振興基本計画に則り教育施策の一層の充実を図るため，下記事項を実施す

るよう要望いたします。  
 

記 

 
１ 「教育振興基本計画」で示された成果目標の達成並びに基本施策の実施の

ため，教育予算の増額を図ること。 

 

２ 小学校及び義務教育学校前期課程（以下「小学校等」という。）の２学年
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以上の学級編制の標準を35人以下へ引き下げる新たな定数改善計画を策定す

ること。また，一部基礎定数化された通級による指導や外国人児童生徒等指

導の充実における対象児童生徒数の引き下げとともに，小学校等における専

科指導やチーム学校の推進のための小・中学校及び義務教育学校（以下「小・

中学校等」という。）への加配，さらには，高等学校も含め「主体的・対話

的で深い学び」の視点からの授業改善へ向けて，その推進役となる教員が効

果的に活動できるようにするための加配など，加配定数の充実についても配

慮すること。 

 

３ 現代的な健康課題に対応するため，学校保健，学校給食，食育の充実によ

り，子供の心身の健康の保持増進を図る必要があることから，養護教諭及び

栄養教諭等の定数改善を推進すること。 

 

４ 高度専門職である教員の資質向上を図ることを目的として，各都道府県教

育委員会が策定した「教員の資質向上に関する育成指標」において，職責，

経験，適性等に応じて身に付けるべき資質が成長段階ごとに設定されている

ことを踏まえ，オンデマンド型配信による研修や民間企業等における研修を

充実させるなど，全ての教員が必要な時に資質向上を図ることができるよう，

研修形態の多様化に向けた方策を講ずること。 

 

５ 理科教育に関する高い専門性と教育者としての資質能力を兼ね備えた優れ

た人材を確保するため，大学における理科教員養成の充実を図ること。また，

観察・実験に関する施策の充実や教員研修の創設など，小・中学校等の理科

教育に関する施策を推進すること。 

  さらに，高校教育については，将来の科学技術系人材の育成を図るために

スーパーサイエンスハイスクール事業等を継続するとともに，大学入試制度

改革とリンクさせるなど，その取り組みが評価される場面をさらに広げるこ

と。 

 

６ 今後の小学校等における英語教育の早期化・高度化を見据え，専門性を有

する優れた人材を確保するため，英語教員養成の充実を図るとともに，授業

の質の向上を図るための加配定数の拡充など，指導体制の充実を図ること。

また，国際教育を充実させるための事業の拡充を図ること。 

 

７ 学習指導要領において，小・中学校等の道徳が特別の教科として位置付け

られたことを踏まえ，地域の中核となる教員を計画的に配置するなど，教員

の指導力向上に向けた体制づくりを推進すること。 
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さらに，高等学校における道徳教育についても，小・中学校等の教科化を

踏まえ，発展・充実を図ること。 

 

８ 2020年度から順次実施される新たな学習指導要領において，プログラミン

グ教育が必修化されることを踏まえ，オンデマンド型配信による研修用教材

や民間企業・大学教授等の外部人材を活用することにより，中学校技術・家

庭科（技術分野）及び高等学校情報科担当教員の指導力向上に向けた施策を

講ずること。 

  併せて，プログラミングを学習することに高い意欲を有する中・高校生に

対し，より高度かつ専門的な内容の学習機会を提供するため，全ての中学校

及び高等学校において，オンデマンド型配信による研修用教材や民間企業・

大学教授等の外部人材を活用した指導等ができる体制を整備すること。 

 

９ すべての児童生徒に対し，英語やプログラミング等に関する教科で質の高

い教育を実現するとともに，情報活用能力の育成を図るためには，これまで

以上に遠隔教育（同時双方向型及びオンデマンド型）を推進する必要があり，

そのためには，学校における情報通信ネットワークをはじめ，児童生徒が各

教科の学習展開に応じて必要な時に１人１台の情報端末の活用を可能とする

ＩＣＴ環境の整備，さらには，教員が安心・安全にＩＣＴを活用できる環境

の構築が必要であり，さらなる財政的な支援の方策を講ずること。 

  また，中学校における遠隔教育について，送信側において英語等の高い専

門性をもつ人材を活用し，受信側において当該教科の免許を持たない教員で

も授業を担当することができる特例制度をすべての学校が活用できるよう早

期の法整備を実現すること。 

 

10 学校におけるいじめや暴力行為等の問題行動や，不登校，児童虐待の問題

等に適切に対応するため，教職員の加配措置の充実を図るとともに，スクー

ルカウンセラー等活用事業，震災対応の緊急スクールカウンセラー等活用事

業，スクールソーシャルワーカー活用事業の拡充を図ること。 

 

11 学校現場から体罰を一掃するために，体罰によらない指導に関する調査研

究を実施し，その成果の普及を図るための研修などを行い，教員が萎縮する

ことなく，毅然とした指導ができる体制を確立すること。 

 

12 市町村が抱える課題に応じて，地域の人材等を活用した家庭教育支援に取

り組む体制の構築を図るため，関係機関との連携による訪問型家庭教育支援

に係る財政的支援の拡充など，家庭教育のさらなる充実を図るための方策を
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講ずること。 

 

13 公職選挙法が改正され，高校生の一部も有権者となったことから，生徒に

政治参加の重要性や意義を考えさせ，政治に参加する態度を育むことができ

るよう，研修会などの実施により政治的教養を育む教育の充実を図ること。 

  あわせて，成年年齢が18歳に引き下げられることを見据えて，消費者被害

に遭わないように消費者教育の充実を図ること。 

 

14 公立文教施設における耐震化，老朽化，防災機能強化，環境改善などの整

備について，予算の不足による事業採択見送りによって，自治体に著しい支

障を生じさせることがないよう，十分な予算の確保を図ること。 

さらに，非構造部材などの耐震化や長寿命化関連事業の推進を図るために

財政的支援を拡充すること。 

 

15 国の「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を踏まえ，学

校において持続可能な運動部活動が行われるよう，引き続き部活動指導員の

活用を促進するとともに，派遣経費の充実を図ること。 
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小・中学校及び義務教育学校の適正配置等について 

 
＜提案・要望先＞  文部科学省  
 
＜提案・要望内容＞ 

急激な少子化の進行に伴い，県内の小・中学校及び義務教育学校（以下「小・

中学校等」という。）では小規模校が増加し，児童生徒が切磋琢磨することや

社会性などを育成することが難しい状況にあります。そのため，学校の適正規

模・適正配置を進め，児童生徒の教育環境の改善を行うことが課題となってお

ります。 

一方，統合が困難な地理的特性や，地域コミュニティの核としての学校の重

要性への配慮から存続を選択した小規模校の活性化に対する支援など，各市町

村の実情に応じた学校づくりを推進する必要があります。 

このため，本県におきましては，公立小・中学校等の適正規模について指針

を策定するとともに，統合した学校への教職員の加配や遠距離通学対策事業費

への補助などを行うほか，小規模校への教職員の加配を行うなど，市町村にお

ける取組を支援・助言しているところであります。国におきましても，小・中

学校等の適正配置等に取り組む市町村を一層支援するよう，下記事項について

要望いたします。  
 

記 

 

適正規模・適正配置等に取り組む市町村に対し，さらなる積極的な支援策を講

ずること。特に，次の取組を推進すること。 

（１）学校統合に伴う児童生徒の学校環境の変化に対する不安の解消や，小規模

校の活性化のための教職員の加配措置のさらなる拡充を図っていくこと。 

（２）学校統合に伴う児童生徒の遠距離通学における不便の緩和及び通学路の安

全確保に関し，地方公共団体が負担する経費に対して引き続き十分な財源措

置を講ずること。 

（３）学校統合に伴い校舎等の新増築を行う際の補助制度について，さらなる拡

充を図っていくこと。 

（４）学校統合により廃校となった学校跡地の有効活用を図るため，施設の転用

等に伴う改修・撤去等に係る補助制度を拡充すること。 

 

-44-



 

 

少子化対策の充実について 

 

＜提案・要望先＞   厚生労働省，内閣府，文部科学省 

 

＜提案・要望内容＞ 

少子化が，子どもの健やかな成長への支障，若年労働力の減少や社会保障費 

用負担の増大など，将来の社会経済に深刻な影響を及ぼすことが懸念されてお

り，本県では「大好きいばらき次世代育成プラン」により総合的・計画的に少

子化対策に取り組んでいるところです。 

少子化対策を着実に推進し，家庭を築き，子どもを産み育てるという希望を

かなえるため，結婚，妊娠・出産，子育ての切れ目ない支援の充実等について，

下記のとおり要望いたします。 

 

記 

 

結婚，妊娠・出産，子育て支援は，将来にわたって我が国が活力を維持してい

くための，最重要課題であり，地方創生の要であることから，国が主体となって，

結婚や子育てを後押しする経済的支援を実施するとともに，待機児童対策や子ど

もの貧困対策に一層取り組むこと。 

 

１ 結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援を充実させるため，地域少子

化対策重点推進交付金について，当初予算規模の大幅拡充と運用の弾力化を図

ること。 

 

２ 十分な不妊治療が受けられるよう，特定不妊治療に対する助成内容のさらな 

る拡充や，医療保険の適用を図ること。 

 

３ 子ども及び妊産婦医療費の公費負担制度を創設すること。併せて，子ども，

妊産婦，ひとり親家庭及び重度心身障害児等に対し，地方公共団体が「現物給

付」による公費負担を行った場合，国民健康保険制度において，療養給付費負

担金を減額する措置については，未就学児に限らず，すべて撤廃すること。              

 

４ 保育料の無償化などをはじめとした子育てにかかる親の経済的負担の軽減を

図り，夫婦が理想とする子どもの数を実現できるよう，子育て世帯への財政的

支援を図ること。 
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５ 本年 10 月から幼児教育・保育の無償化が開始され，今後の保育需要の増加が

懸念されることから，待機児童の速やかな解消を図り，地域において十分な幼

児教育・保育サービスが提供できるよう以下の措置を講じること。 

① 子ども・子育て支援新制度の円滑な実施を促進し，施設整備や保育サービス

の提供などの「量の拡充」や職員の処遇や配置基準の改善などによる「質の

向上」を図るため，国が責任を持って必要な額を確保すること。 

② 保育士及び幼稚園教諭（以下，「保育士等」という。）の就労継続を図るため

に，保育士等の給与が他の業種と比較し適切な水準となるよう，保育士等の

勤務実態に合った公定価格を定めること。その際には，単価の設定や処遇改

善について，給与水準が高くなる東京に地方の保育士等が流出することのな

いよう，適切かつ十分な措置を講ずるとともに，制度の恒久化を図ること。 

③ 保育士修学資金貸付等制度について，保育士資格の新規取得者の確保や潜在

保育士の職場復帰に有効であることから，制度の恒久化を図るとともに，所

要の財源を確保すること。 

 

６ 認定こども園の施設整備費補助や特別支援教育経費については，未だ一元化

が進まず事務が煩雑になっていることから，保育現場における事務の簡素化・

効率化のため，子ども・子育て支援新制度の基本的な理念に基づき一元化を図

ること。また，幼稚園や認定こども園に対する特別支援教育経費については，

障害児等の教育条件の維持向上及び就園促進を図るため，障害児等を受け入れ

ているすべての園を国庫補助の対象にすること。 

  併せて，地方に過大な負担となっている「教育標準時間認定（1 号認定）の

子どもに係る施設型給付」の地方単独費用部分の経過措置については，速やか

に廃止すること。 

 

７ 「小１の壁」をなくし，切れ目なく子育て家庭を支援するため，放課後 

児童クラブの待機児童解消をより一層進めるとともに，利用料の無償化を 

図ること。 

 

８ 子どもの貧困対策では，対象となる子どもの把握が困難であり，施策効果を

図る適当な指標がないことから，統一的な基準で調査し子どもの実態を把握す

る仕組みの構築や全国統一的な基準を用いた指標の設定などを行い，都道府県

別のデータを提供すること。  

また，「子供の貧困対策に関する大綱」に示されている恒久的かつ実効性の

ある施策として推進するためには，地域の実情にあった継続的な取り組みが必

要であることから，「地域子供の未来応援交付金」について，補助期間のさら

なる延長など運用の弾力化を図るとともに，ひとり親家庭の経済的自立のため
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の就業支援に係る給付金の拡充など財政的支援の充実を図ること。 
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児童虐待防止対策の更なる強化について 

 

＜提案･要望先＞    厚生労働省 
 
＜提案･要望の内容＞ 

児童相談所における児童虐待相談の対応件数は年々増加し，重篤な児童虐待

事件も後を絶たないなど，深刻な社会問題となっています。 

国においては，「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策（平成 30 年

７月 20 日児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議決定）」及び「児童虐待防止

対策体制総合強化プラン（平成 30 年 12 月 18 日児童虐待防止対策に関する関

係府省庁連絡会議決定）」を策定し，児童虐待防止対策の抜本的な強化を図る

こととしています。 

本県では，今年４月に施行された「茨城県子どもを虐待から守る条例」も踏

まえ，児童相談所の体制や関係機関との連携を更に強化し，児童虐待の防止に

向けて取り組んでいるところです。 

本県における取組を着実に推進し，子どもが健やかに成長することができる

社会を実現するため，下記事項を実施するよう要望いたします。 

 

記 

 

１ 児童相談所及び市町村における児童福祉司等の専門的人材（以下「専門職員

等」という。）について，今後の体制強化等に伴う人材確保が困難である状況

を踏まえ，十分な財政措置を講じること。 

 

２ 専門職員等の専門性確保を図るため，地方公共団体が実施する法定研修等の 

内容を充実させるために必要な支援を拡充すること。 

 

３ 全国の児童相談所及び市町村が連携し，必要な情報を確実かつ迅速に共有す 

ることができるよう，速やかに情報共有システムを構築し，運用すること。 
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ローカルテレビ局の放送エリアの拡大について 

 
＜提案･要望先＞ 総務省 
 
＜提案･要望の内容＞ 

 放送法に定められた基幹放送普及計画は，県域免許制度の根拠となっている

もので，放送局の設置に関して，放送対象地域ごとの放送系の数の目標などが

定められている。この中で，民間基幹放送事業者による県域放送の放送対象地

域として，全国都道府県の中で本県のみが掲載されておらず，本県は映像によ

る県域情報の発信量が少なく県民に県域情報が届きにくい状況にある。 
  一方で，既存のローカルテレビ局においては，県域を越える広域化により経

営の安定化が図れると考えられ，本県にまたがる放送エリアの拡大が可能にな

れば，本県としても県域情報発信量の増加，災害時における情報発信の強化な

どのメリットがもたらされることから，下記事項を実施するよう要望します。 
 

記 

 

１ 地域バランスのとれた情報発信を行えるよう，県域免許制度の柔軟な運用を

行うこと。 
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日本の成長を支える国際政策の取組について 

 
＜提案・要望先＞ 総務省，外務省，農林水産省，経済産業省，法務省， 

厚生労働省，文部科学省，国土交通省，観光庁，防衛省 

 

＜提案・要望内容＞ 

近年，アジア諸国・新興国が目覚ましい経済成長を遂げている一方，我が国

では人口減少や少子高齢化，産業構造の変化，国内需要の低迷などの問題に直

面しており，今後，国際社会において我が国の存在感をいかにして維持してい

くかが大きな課題であります。 

そのためには，地域が世界の成長や活力を取り込むことにより発展し，我が

国の成長の牽引役となっていくことが求められています。 

また，訪日外国人が近年増加の一途をたどっている状況に鑑み，本県としま

しても国策に準じて訪日外国人の受入環境の整備を図ることが必要でありま

す。 

つきましては，下記の事項を実施するよう要望いたします。 

 

記 

 
１ 海外から企業の地域統括拠点や研究開発型企業等の進出を促進するため，こ

れらの企業に対する優遇税制や財政支援策を拡充するとともに，空港・港湾等

の機能強化及び交通アクセスの利便性の向上，外国人の居住環境の整備などを

より一層推進すること。 

 

２ 海外における農林水産物・食品等の販売促進活動や輸出環境の整備等に国を

あげて取り組むとともに，県内への海外バイヤー招へいや県内での低コスト輸

送実証実験等，国内で実施する取組についても国の財政支援の対象とすること。 

 

３ 農林水産物等の輸出にあたって，中国，韓国，台湾等アジアを中心とする

国・地域が，科学的根拠に基づき，速やかに輸入規制措置を撤廃するよう強

く働きかけるとともに，我が国の農林水産物等の安全性に関する正確な情報

を発信し，信頼の回復を図ること。 

また，検疫条件が未設定の品目及び既に検疫条件が設定されている品目で

厳しい条件が課されているものについて，相手国への輸出解禁や輸出条件緩

和を実現するため，ベトナムをはじめとするアジア諸国や米国等と積極的に

２国間協議を行うこと。 

加えて，米国向けなし輸出検疫条件について，本県産オリジナル品種であ
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る「恵水」についても対象植物に加えること。 

  なお，輸出解禁に伴い生ずる栽培地検査事務については，国が当該業務量

相応の植物防疫官の人数を配置するとともに，必要な検査補助員を確保する

こと。 

  さらに，検査補助員を委嘱する際には，最低賃金法に定める金額以上の手

当を支給できるよう，予算措置を講ずること。 

 

４ 外国人観光客の訪日を促進するため，フィリピン，ベトナムからの旅行者に

対して,査証取得を免除するとともに，中国人観光客向け「数次査証」の発給

対象となる地域として，本県を東北６県と同様に扱うこと。 

 

５ 労働力の減少が続く中，外国から優秀な人材を地域に呼び込み定着させるた

め，留学生の受け入れ拡大や就業支援制度の充実を図ること。 

また，介護分野などへの外国人材の活用を進めるため，業務特性やその質の

確保，処遇・業務環境等の課題を踏まえ，受け入れから育成，継続的な就業ま

で一貫した支援制度を確立するとともに財政措置を講じること。 
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国際交渉について 

 

＜提案・要望先＞  内閣府，農林水産省，経済産業省 
 
＜提案・要望内容＞ 

現在，各国と様々な国際交渉が進められているところですが，協議内容等に

対する情報開示や説明が不十分であり，国民や関係団体等が不安を払拭できな

い状況が続いています。 
つきましては，下記の事項について特段の措置を講じられるよう要望いたし

ます。 
 

記 

 
１ 日米物品貿易協定をはじめとする，いかなる国際交渉においても，協議内容

や経済活動及び国民生活に与える影響などについて，国民に徹底した情報開示

と丁寧な説明を行うこと。 

 

２ 特に農林水産分野については，農林水産物の重要品目の再生産が引き続き可

能となり，農林漁業者が安心して経営を継続できるよう，必要な国境措置をし

っかりと確保するとともに万全の対策を講じること。 
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知的対流拠点としての「世界のつくば」にふさわしい 

まちづくりについて 

 

＜提案・要望先＞   

  内閣府，財務省，国土交通省，文部科学省，経済産業省，厚生労働省， 

  農林水産省，(独)都市再生機構 

 

＜提案・要望内容＞ 

 人口減少時代を迎えた我が国において，科学技術は持続的な成長を遂げる

ための生命線と言われており，これからは，科学技術でイノベーションを起

こすことが極めて重要であります。 

 このような中，我が国を代表する高水準の研究・教育機能が集積する筑波

研究学園都市について，その機能を更に充実させ，中部や関西との広域的で

新たな知識活動の連携を深め，ナレッジ・リンク(知の集積)の具体化につな

がるスーパー・メガリージョンを牽引するイノベーション拠点として形成す

ることが重要です。 

また，２０１９年にはＧ２０貿易・デジタル経済大臣会合がつくば市で開

催されることから，世界から注目が集まるこの機会を捉え，つくばのポテン

シャルや知財を最大限に活かした外国企業の研究開発拠点の設立，海外から

の投資及びベンチャー企業によるイノベーション創造型の対日直接投資を拡

大し，つくばの国際競争力の向上を図ることも重要であります。 

つきましては，筑波研究学園都市が，多彩で多様な知識が融合し，創造性

が発揮できるよう，研究機能の向上をはじめ，ＴＸ沿線地域ならではの暮ら

し方「つくばスタイル」が実現できる魅力的なまちづくりを進め，日本の発

展に寄与する知的対流拠点として形成が図られるよう，下記事項について特

段の御配慮を願います。 

記 

 

１ 筑波研究学園都市が国際研究開発拠点としての機能を発揮できるよう，研

究環境及び都市環境の整備を推進すること。特に，次の取組を推進すること。 

（１）つくばの科学技術の集積を活用し，ロボットの実用化や次世代がん治療

ＢＮＣＴの開発実用化，藻類バイオマスエネルギーの実用化に取り組み，

ライフイノベーション・グリーンイノベーション分野の新事業・新産業の

創出を通じて，我が国の成長・発展に貢献する「つくば国際戦略総合特区」

の取組や，医療・先進技術シーズを用いてつくばから絶え間なくイノベー

ションを創出する「つくばイノベーション・エコシステム」構築の取組に

ついて積極的に支援すること。加えて，大学や研究機関が行う共同研究へ
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の支援，先端的な技術シーズの発掘，金融機関などとのマッチング等，つ

くばからベンチャー企業が次々と生まれ成長するための取組についても積

極的に支援すること。 

 

（２）世界最先端の科学技術が集積する「つくば」を世界に発信し，国際研究

開発拠点としての機能強化及び国際競争力の向上を図るため，国際会議をは

じめとするＭＩＣＥのつくば市への誘致・開催を支援するとともに，海外か

らの企業の地域統括拠点や研究開発型企業等の進出を促進するため，これら

の企業に対する優遇税制や財政支援策を拡充すること。 

 

２ 東京の一極集中の是正などを目的とした「地方創生」に大きな効果が期待で

きる，つくばエクスプレス沿線地域において推進している宅鉄法（大都市地域

における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法）に基づく土

地区画整理事業及び関連する道路・下水道などの公共施設整備に関し，つくば

エクスプレス沿線地域ならではの暮らし方「つくばスタイル」が実現できるま

ちづくりや，住民が安心・快適に暮らせる生活環境の整備推進による都市機能

の強化を図るとともに，事業計画期間内に確実に事業が完了するよう，必要な

予算を確保すること。 

（１）社会資本整備総合交付金の確保 

（２）防災安全交付金の確保 
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ＤＭＯ構築による観光地域づくり推進体制の 

強化に向けた支援の充実について 

 
 
＜提案･要望先＞    国土交通省，観光庁 
 
＜提案･要望の内容＞ 

 継続的な訪日旅行プロモーションの実施，ビザの緩和，消費税免税制度の拡充

などにより，近年，訪日外国人旅行者数は大幅に増加しております。 
 このような中，観光先進国の実現に向けて，観光の国際競争力を高め，観光を

我が国の基幹産業とするためには，「観光地経営」の視点に立った観光地域づくり

の舵取り役として，多様な関係者と協同しながら，明確なコンセプトに基づいた

観光地域づくりを実現するための戦略を策定するとともに，戦略を着実に実施す

るための調整機能を備えた日本版ＤＭＯの形成が不可欠であります。 
日本版ＤＭＯが観光地域づくりの舵取り役として活動するためには，地域に根

ざして長期にわたり観光地域づくりの中核となる人材の育成・確保や戦略の実施

に要する安定的かつ継続的な財源が必要ですが，日本版ＤＭＯの母体の多くが観

光協会等となっており，それらの経営基盤は脆弱なものが多いため，財源の確保

について，公的な支援が必要であります。 
 日本版ＤＭＯの形成と，継続的な発展を促進するため，下記の事項を実施する

よう要望いたします。 
 

記 

 

１ 日本版ＤＭＯとしての活動を確立するため，地域の観光産業を支える専門人

材及びスタッフ人材の長期的な育成や確保・定着について，財政措置をはじめ

とする十分な支援を行うこと。 

 

２ 日本版ＤＭＯが策定した戦略に基づき実施する，地域資源の磨き上げや観光

客の受入体制の整備等の各種の取組について，各省庁が連携し，財政措置をは

じめとする十分な支援を行うこと。 
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つくば霞ヶ浦りんりんロードの 

ナショナルサイクルルートへの選定について 

 

＜提案・要望先＞  国土交通省 

 

＜提案・要望の内容＞ 

本県では，筑波山や霞ヶ浦などの恵まれた地域資源を活かした「つくば霞ヶ浦

りんりんロード」を核として，沿線市町村などと連携して，ハード・ソフト両面

から総合的な環境整備を進め，日本一のサイクリングエリアの形成を目指してい

るところであります。 

こうした中，平成 29 年 5 月には，国を挙げて自転車の活用を総合的・計画的

に推進するため，「自転車活用推進法」を施行し，平成 30 年 6 月には「自転車活

用推進計画」が閣議決定され，自転車活用の動きが急速に高まってきており，特

に，同計画では「サイクルツーリズムの推進による観光立国の実現」を大きな柱

の一つとしております。 

これを受け，現在，国においては，我が国を代表し，世界に誇りうるサイクリ

ングルートについて国内外へ情報発信を図る「ナショナルサイクルルート」の創

設に向け，インバウンドにも対応した走行環境や，サイクリングガイドの養成等

受入れ先として備えるべき要件について，今年夏頃を目途に選定基準を定めるこ

ととしております。 

つきましては，「つくば霞ヶ浦りんりんロード」のブランド力の向上や，新た

な地域活性化の起爆剤になることから，下記事項について特段の御配慮をお願い

いたします。 

 

記 

 

１ 「つくば霞ヶ浦りんりんロード」をナショナルサイクルルートとして選定す

ること。 
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広域道路ネットワークの強化・充実等について 

 

 

＜提案・要望先＞  国土交通省，東日本高速道路（株），財務省 

 

＜提案・要望内容＞ 

本県においては，東日本大震災や関東・東北豪雨により甚大な被害を受けた

経験から，災害に強い県土づくりに取り組んでおり，今後発生が危惧される首

都直下地震などの大規模災害に備えるためにも，災害に強い道路ネットワーク

の構築が急務であります。 

また，本県の高規格幹線道路は，茨城空港や茨城港，鹿島港といった国際拠

点間の連結による広域的な連携の強化，沿線への企業立地が進展することによ

り産業の振興を図る極めて重要な基盤施設であり，併せて観光客誘致に向けた

観光ルートの構築や混雑解消，広域道路ネットワーク全体の強化・充実が強く

望まれているところです。 

  このようなことから，下記事項を実施するよう要望します。 

 

 

記 

 

１ 高規格幹線道路ネットワーク全体の一日も早い完成に向け整備を推進するこ

と。 

（１） 首都圏中央連絡自動車道の整備を推進すること。 

ア 県内区間を含む東北道から東関道までの４車線化について，２０２２年度

から順次供用し，２０２４年度に全線供用するとの見込みに従い，早期に整

備を進めること。 

 

イ 利用者の利便性向上と併せ地域振興にも寄与する（仮称）坂東ＰＡの整備

を推進すること。 

 

ウ 県で進めているＩＣアクセス道路について，圏央道の４車線化に併せて事

業推進が図れるよう十分な予算を確保すること。 

 

（２） 東関東自動車道水戸線について，一日も早い全線開通を図ること。 

ア 未開通である潮来 IC～鉾田 IC 間について，できる限り早く開通できるよ

う，有料道路事業をさらに活用し，国と東日本高速道路（株）が強力に連携

して整備を加速させ，十分な予算を確保するとともに，用地取得の任意交渉

と併せて土地収用法を活用して未買収地の早急な取得を図り，用地が取得で
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きた箇所から速やかに工事を実施すること。 

イ 利用者の利便性向上と併せ地域振興にも寄与する休憩施設の設置を検討

すること。 

 

（３） 高速道路を補完する直轄国道などの整備を推進すること。 

ア 常磐自動車道，北関東自動車道を補完する国道６号，５０号については，

重要物流道路に指定されるとともに，災害時に緊急輸送路として県土の防

災・減災に資する大変重要な道路であることから，その４車線化に向け，事

業中箇所の整備推進及び国道５０号協和バイパスなどの早期事業化を図る

こと。 

 

イ 首都圏中央連絡自動車道のアクセス道路となる新４号国道については，企

業立地による地域産業の活性化や大規模災害時における重要な路線である

ことから，主要交差点の立体化，全線６車線化に向け，整備を推進すること。 

 

 ウ 事業中であるスマート IC（水戸北スマート IC，（仮称）つくばスマート 

IC）については，高速道路の利便性向上，地域経済の活性化に資する重要な

施設であることから，一日も早い完成に向けて，整備を推進すること。併せ

て，準備段階調査箇所である（仮称）つくばみらいスマート IC のほか，道

の駅などの地域利便施設と一体となった笠間市等の新規スマート IC につい

て，早期事業化を図ること。 

 

２ 観光振興や地域活性化に資する道路整備等への支援を行うこと 

（１） 県北地域の主要な観光地や常磐自動車道の各ＩＣなどを結ぶ国道１１８

号，国道１２３号，国道４６１号などについて，個別補助事業や交付金事

業の重点配分の対象とするなど，交流圏の拡大や観光周遊を支える道路ネ

ットワークを構築する道路整備の支援を行うこと。 

 

（２） 観光シーズンやイベント開催時の渋滞対策 

 ア 県立カシマサッカースタジアムでのイベント時において，パークアンドバ

スライドの拠点となる「水郷潮来バスターミナル」及び「道の駅いたこ」の

機能強化と，県立カシマサッカースタジアムと拠点を結ぶ国道５１号の総合

的な渋滞対策及び交通安全対策事業を推進すること。 

 

 イ 筑波山神社周辺において，ＧＷや秋の紅葉シーズンに毎年発生している渋 

滞対策のため、パークアンドバスライドや有料駐車場の事前予約システムの 
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導入等の社会実験に関して支援すること。 

 

（３） 地方自治体への支援として，高度な技術力等を要する施設について，直轄

診断・修繕代行等による事業を実施すること。 

 

３ これらの社会資本整備に必要な公共事業費予算を確保すること。 

（１）公共事業費全体枠を増額すること。 

（２）県北地域の振興に資する幹線道路などの交付金事業並びに個別補助事業等

を増額すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-59-



 

 

都市鉄道ネットワークの強化について 

 

＜提案・要望先＞  国土交通省，財務省 

 

＜提案・要望内容＞ 

本格的な少子高齢社会，人口減少時代の到来を迎え，我が国の経済発展を

リードしてきた首都圏では，国際競争力強化に向けた空港アクセスの改善や

訪日外国人への対応など，より質の高い都市鉄道ネットワークの構築が求め

られております。 

このような中，平成２８年４月に交通政策審議会から答申があり，平成４

２年頃を念頭に置いた都市鉄道のあり方が示され，つくばエクスプレスにつ

いては，東京までの延伸に加え，都心部・臨海地域地下鉄構想との一体整備

が明記されておりますほか，地元では，交通ネットワークの更なる充実や地域

活性化につながる県内への延伸も期待されているところです。 

本県を始め，地元では，つくばエクスプレスの東京延伸を早期に実現し，

つくばと東京都心，さらには中部圏や関西圏などを密接に結ぶことにより，

広域的な交流を活発化させるともに，防災・減災と一体化した成長・発展戦

略を推し進める観点から，東京都心と本県県西・南部地域等とのアクセスを

改善する道路・鉄道網を強化することが強く期待されております 

つきましては，下記の内容について特段の御配慮をお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 我が国のより一層の成長・発展の基盤を築く上で，つくばと東京都心，さ

らには中部圏や関西圏等を密接に結ぶ都市鉄道ネットワークの構築が極めて

重要であることから，交通政策審議会の答申を踏まえ，つくばエクスプレス

の東京延伸の早期実現に向けて，特段の支援を行うこと。 

また，交通ネットワークの更なる充実の観点から，県内延伸の実現に向け

ても特段の支援を行うこと。 

 

２ 東京８号線（地下鉄８号線）について，東京の都市機能のバックアップ等

の観点から県及び地元市町とで，東京都心とのアクセス改善を検討している

ところであるが，その前提となる押上からの延伸の早期実現に特段の支援を

行うこと。 

 

 

 

-60-



 

 

「地方創生回廊」の東日本大震災被災地域への拡大と，被災地 

復興に向けた高速鉄道の整備について 

 

＜提案・要望先＞  国土交通省 

 

＜提案・要望内容＞ 

国が進める「地方創生回廊」構想は，リニア中央新幹線等の幹線鉄道ネッ

トワークや高速道路網などの高速交通ネットワークを活用し，北から南まで

地方と地方を結び，全国を一つの経済圏に統合することで，人や産業を地方

に呼び込み，新たな雇用を創出する，地方創生の礎となるものです。 

特に，地方創生回廊のハブとなる東京と，名古屋及び大阪の三大都市圏を

新たなルートで結ぶリニア中央新幹線は，それぞれの地域の特色ある発展を

支え，我が国全体に活力をもたらすことが期待されているところです。 

そこで，東日本大震災の被災地復興という観点から，「地方創生回廊」を

太平洋沿岸の被災地域まで拡大するとともに，首都圏から太平洋沿岸地域を

縦断する高速鉄道を整備することにより，リニア新幹線をはじめとする高速

交通ネットワークがもたらす効果を，さらに広く行き渡らせ，首都圏と被災

地，被災地と被災地とを結ぶ人の流れを拡大，創出することによって，被災

地を復興し，地方創生につなげていくことが期待されるところです。 

つきましては，下記の内容について特段の御配慮をお願い申し上げます。 

 

記 

 

東日本大震災の被災地復興という観点から，「地方創生回廊」を太平洋沿岸

の被災地域まで拡大するとともに，地域を縦断する高速鉄道の整備を促進する

こと。 
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我が国の国際競争力を牽引する港湾の整備について 

 
 
＜提案・要望先＞  国土交通省 
 
＜提案・要望内容＞ 

  港湾は，我が国の経済活動や国民生活を支え，国際競争力の強化や安全で豊

かなくらしの実現に欠かすことのできない極めて重要な社会基盤であります。 
  本県港湾の整備は，北関東自動車道や首都圏中央連絡自動車道などの道路網

整備に伴い首都圏物流の合理的再編を促進し，東京湾岸地域への集中により生

じる陸上・海上交通の混雑の緩和や，迅速で環境負荷の少ない物流の実現に有

効であり，首都圏全体の経済発展においても重要な役割を担っております。 
  つきましては，国際競争力の強化のため，重要港湾である茨城港及び鹿島港

について，下記の事項について要望いたします。 
 
 

記 

 

１ 茨城港常陸那珂港区について，建設機械や完成自動車などの貨物需要増加に

対応できるよう，中央ふ頭水深 12m 岸壁（2 ﾊﾞｰｽ目）の一日も早い完成を図る

こと。 

  また，港内静穏度を向上させるため防波堤の早期整備を図ること。 

 

２ 国際バルク戦略港湾である鹿島港について，水深 13m 岸壁等の整備を図ると

ともに，港内の静穏度を向上させ，大型船舶の安全な航行と効率的な荷役がで

きるよう，防波堤の早期整備を図ること。 
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茨城空港について 

 
＜提案･要望先＞ 
  国土交通省，財務省 
 
＜提案･要望の内容＞ 

増大する航空需要に対応するとともに，陸・海・空の交通ネットワークを形

成するため，茨城空港の活用促進及び関連公共事業の整備推進に向けて，下記

事項について要望いたします。 
   

記 

 

 首都圏の航空需要の増大及びその多様化に対応するためには，東京国際空港，

成田国際空港だけでなく，東京に近く低コストで発着可能な茨城空港を活用す

ることが極めて有効である。また，訪日外国人旅行者数の政府目標が，２０２

０年は４，０００万人，２０３０年は６，０００万人であることを踏まえ，茨

城空港におけるゲートウェイ機能を強化し，首都圏空港として積極的な活用を

図ること。 

 

１ 新規就航や増便に対する着陸料等を軽減する措置の２０２１年度以降の

継続及び空港ごとの上限額の撤廃 

２ 国際線の増便等による外国人旅行者の増加に対応した検査の強化と円滑

な検査の両立を図るためのＣＩＱ体制の充実 

３ 空港アクセス改善のための道路等の整備推進 

４ 空港運用時間の変更手続の簡素化 
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鹿島臨海工業地帯の強靱化及び競争力強化について 

 

＜提案・要望先＞  経済産業省 

 

＜提案・要望の内容＞ 

鹿島臨海工業地帯は，鉄鋼，石油化学などの基礎素材産業が集積し，本県の

製造品出荷額等の約 2 割を占めるなど重要な産業拠点となっております。 

先の東日本大震災では，工場や専用埠頭の損傷，地盤の液状化・地盤隆起な

どにより，企業は長期の操業停止を強いられたことから，工場やプラント，パ

イプラインの耐震化，津波対策などが課題となっております。 

また，操業から 40 年以上が経過し，老朽化対策として生産設備等の補修や

更新も喫緊の課題となっております。 

さらに，我が国の基礎素材産業は，経済のグローバル化の進展や各国での大

型プラント建設などにより，国際的な競争が激化し，国内では東南アジア・中

国等への工場移転による空洞化や事業拠点の再編・集約化が進んでおり，鹿島

臨海工業地帯においても工場の撤退や事業縮小など厳しい状況にあります。 

このようなことから，本県においては，平成 28 年 3 月，鹿島臨海工業地帯

において企業・行政が取り組むべき指針となる「鹿島臨海工業地帯競争力強化

プラン」を策定し，各種施策を推進しているところであります。 

今後も，鹿島臨海工業地帯が我が国経済を支える産業拠点として発展してい

くため，企業と国・自治体が一体となって，産業基盤の強靱化と一層の競争力

強化に取り組むことが重要であります。 

このため，下記事項について特段の御配慮をお願いいたします。 

 

記 

 

１ 企業が行う地震・津波対策への財政支援等を図ること。 

 

２ コンビナートの高度化や老朽化プラントの更新，副生成物の利活用等，国際

競争力強化への投資に対する財政・税制上の支援を強化すること。また，電気

料金の低廉化に向けた取組を進めること。 
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ダム事業の推進について 

 

 

＜提案･要望先＞  国土交通省，財務省 

 

＜提案･要望の内容＞ 

水害に強い安全・安心なまちづくり及び水資源の確保による快適で質の高い

生活環境づくりを推進するため，下記事項を実施するよう要望いたします。 

 

記 

 

１ 霞ヶ浦導水事業については，霞ヶ浦・桜川（千波湖）の水質浄化，新規都市

用水の確保，渇水対策の観点において必要不可欠であるため，徹底したコスト

縮減を図るとともに，早期完成に向けて工期短縮に努めること。 

  なお，霞ヶ浦の水質浄化を促進するため，利根導水路を積極的に運用するこ

と。 

 

２ 思川開発事業については，治水・利水の両面から必要不可欠であるため，徹

底したコスト縮減を図るとともに，早期完成に向けて工期短縮に努めること。 
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